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第１章 はじめに 

1.1 研究の背景と目的 
住宅政策の最も基本的で重要な役割である「低廉かつ良質な住宅」（アフォーダブル住宅）の供

給方法には大きく分けて、直接的供給と間接的供給の２つの方法がある。 

日本では伝統的に国または地方公共団体などの公的主体によって建設されたアフォーダブル住

宅を住宅困窮者に直接的に供給してきた。その代表的な住宅が、地方公共団体が供給する公営住

宅、日本住宅公団が供給する公団住宅（現ＵＲ住宅）である。これらの住宅は、高度成長期に集

中して直接供給され、学校等の公共施設と同様に一斉に更新時期を迎えているが、地方公共団体

の厳しい財政状況から今後の拡充は難しい。できれば、財政負担を軽減するために公共施設の保

有量は削減することが望ましい。即ち、直接的供給ではアフォーダブル住宅をこれ以上増やすこ

とは難しいということを意味する。また、水平・垂直的不公平や残余化 1、コミュニティの衰退等

公営住宅制度に起因する様々な課題は、依然解決できておらず、制度と直接的供給の限界が明ら

かになってきた。 

一方、欧米諸国のアフォーダブル住宅政策は、直接的供給から間接的供給へ移行しており、低

所得者への家賃補助が代表的な方法である。その他、住宅供給者への建設費助成や金利優遇、税

制優遇等の様々な方法があり、本論文ではロサンゼルス市のアフォーダブル住宅の供給手法に注

目した。 

アメリカのアフォーダブル住宅政策は、住宅市場の成熟と共に、政府による直接的な住宅供給

から民間資金の活用を促す間接的関与へと連邦政府の役割が変化してきており、民間投資を促す

インセンティブプログラムが数多く実施されている。州や地方自治体においても、税制面での優

遇、容積率の緩和、行政手続きの簡素化・迅速化などあらゆる分野のインセンティブを組み合わ

せ、地域のニーズに効果的に対応できるよう、工夫をこらしたプログラムが数多く実施されてお

り 1)、合理的で持続的な公共サービスとして大変興味深い。 

日本においても、ＰＦＩ法 2の制定以降、合理的な公共サービスの提供手法として、公共施設の

整備や再開発、まちづくりにおいてＰＰＰ3プロジェクトが実践され、参考となる事業も多い。 

本研究では、国内のＰＰＰプロジェクトや公共施設の有効活用、アメリカのインセンティブに

よる民間投資の促進等、直接的供給では実現できない合理的で持続的なアフォーダブル住宅供給

手法について、実現性の高い政策を明らかにすることを目的とする。 

1.2 研究の内容 
本研究では、筆者の低所得者向け住宅政策の実践経験から、アメリカのアフォーダブル住宅開

                             
1 一般的に、公営住宅に高齢者や障害者、低所得者、母子家庭等が集中していくことを言う。 
2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律。 
3 Public Private Partnershipsの略で、公民連携の様々な手法の総称。 
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発におけるインセンティブに注目し、民間投資を促進させるインセンティブの可能性について、

公有地を活用した住宅団地開発をモデルケースに設定して、以下のことを明らかにする。 

(1) 高品質の賃貸住宅への税制優遇や公有地活用により、直接的供給ではなく、インセンティブ

という間接的関与でアフォーダブル住宅を供給する政策について、経済効果を定量的に明ら

かにする。 

(2) 政府が施設を持たずに、公共サービスの提供を行う手法（公共サービスの「ソフト化」、以

下、「ソフト化」という。）の概念と具体的な手法、定性的な効果について明らかにする。 

 

1.3 先行研究 
本研究は、主に以下の文献と研究成果を参考に、日本の一般的なＰＰＰスキームに置き換えて、

検証を試みる。 

 渡邊(2015)｢格差社会の住宅政策-ミックスト・インカム住宅の可能性-｣早稲田大学出版部 

 岡田(2016)｢アメリカの住宅・コミュニティ開発政策｣東京大学出版会 

1.4 用語の定義 
前述の渡邊(2015)や岡田(2016)の文献を参考にして、本研究における用語を以下に定義する。 

(1)アフォーダビリティ（affordability) 
入手しやすさ、指標としてはアフォーダビリティとは所得に占める家賃や光熱費など住居費の

割合が使われる。アメリカ議会予算報告書の定義では、所得に対して住居費が 30％以上の世帯は

アフォーダビリティの問題があると見なされる。 

(2)アフォーダブル住宅（affordable housing) 
一般的に低中所得者が収入に応じた適正な住居費負担で入居できる住宅を言う。本論文では、

質の向上も目的とするため、低廉で良質な住宅と定義する。 

(3)ミックスト・インカム住宅（mixed income housing) 
ミックスト・インカム住宅は明確な形式や定義はないとされているが、一般的には異なる所得

層に対してアフォーダビリティをもつ住戸、典型的には市場価格による住戸と低中所得者が入居

可能な市場価格以下の住戸によって構成されている住宅と言われている。 

(4)市場価格住宅（market rate housing) 
市場価格賃貸住宅とは所得及び家賃制限のない一般向け賃貸住宅を示す。アメリカではアフォ

ーダブル住宅に対する用語として一般的に使用されている。 

(5)公的賃貸住宅 



5 

 

国や地方公共団体が関与して供給する住宅の総称で、公共住宅と同義。公的賃貸住宅には、次

のようなものがある。 

 公営住宅−地方公共団体が整備し、管理運営する低所得者向け賃貸住宅 

 地域優良賃貸住宅−公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度(特定優良賃貸住宅制度・高齢者

向け優良賃貸住宅)を再編し、子育て世帯等各地域において居住の安定に特に配慮が必要な

施策対象者向け賃貸住宅 

 特定優良賃貸住宅−都道府県知事の認定を受けた民間事業者が、一定条件に沿って整備した

中所得者向け賃貸住宅 

 高齢者向け優良賃貸住宅−60歳以上を対象とし、建物や設備など高齢者に配慮した賃貸住宅 

 都市再生機構賃貸住宅（ＵＲ住宅） 

 地方住宅供給公社住宅(公社住宅) 

 旧都市公団が建設した中堅所得者向け賃貸住宅 

なお、本論文では特に断らない限り住宅は賃貸集合住宅とする。 
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第２章 住宅政策と住宅セーフティネット 

本章では、戦後の住宅政策の変遷と住宅セーフティネットの中核である公営住宅制度について、

調査を行う。また、住宅・土地統計調査（H30）の結果から、住宅ストックの現状や居住ニーズを

確認し、今後の住宅セーフティネットの方向性を探る。特に、日本で伝統的に行われてきた政府

による公的賃貸住宅の直接的供給の問題点について明らかにする。 

2.1 住宅政策の変遷 
第二次大戦直後、日本の住宅不足は約 420 万戸に達し、政府は簡易住宅の建設などの応急的な

対策を講じたが、1950 年頃になると、経済力の回復に伴い、恒久的な住宅供給体制の確立の必要

性が認識されるようになった。 

1950年に、住宅を建設又は購入するものに長期・低利の資金を融資する「住宅金融公庫（現「住

宅金融支援機構」）」が設立された。翌 1951年には、国からの補助を受け地方公共団体が低家賃の

賃貸住宅（公営住宅）を供給することを定めた「公営住宅法」が制定された。また、1955年には

大都市地域への人口集中に伴う住宅不足の解消のため、大都市地域における勤労者に対し、住宅・

宅地を供給する「日本住宅公団（現「都市再生機構」）が設立され、いわゆる公的資金による住宅

供給体制の３本柱が確立された。ただし、経済対策として持家促進政策に対する支援を柱としつ

つ、公的賃貸住宅の直接供給は補完的なものであった。 

その後、高度経済成長が進む中、人口の都市集中、核家族化等により住宅不足は依然として続

いたため、国、地方公共団体及び国民が相互に協力し合って住宅の建設を推進する目的で、1966

年に住宅建設計画法が制定された。これを受け、国、地方公共団体のみならず、民間住宅建設を

含む総合的な住宅建設五箇年計画が閣議決定された。同計画の下、住宅建設が推進された結果、

1973 年に全ての都道府県で住宅総数が総世帯数を上回り、戦後 20 年にわたる住宅不足は解消さ

れた。住宅が量的に充足して以降、五箇年計画においては、住宅の質の向上に重点がおかれ、「住

環境水準」「住宅性能水準」等が定められるようになった。近年においては、少子高齢化の急速な

進展を踏まえ、住宅政策については、「住宅の量の確保」を図る政策から、居住環境を含めた「住

生活全般の質の向上」を図る政策への本格的な転換を図るため、住宅及び住宅資金の直接供給の

ための政策手法（公庫、公営、公団）について抜本的な改革を行ってきた。 

2006年 6月には、住生活基本法が制定され、現在及び将来における国民の豊かな住生活の実現

に向けた道筋が示された。また、同年 9 月には、同法に掲げられた基本理念や基本的施策を具体

化し、推進していくための基本的な計画として、住生活基本計画（全国計画）が閣議決定された。

なお、同計画において今後の社会経済情勢の変化等を踏まえて、おおむね 5 年毎に見直すことと

されており、これに基づき、2016 年度から 2025年度の 10年間を計画期間とする住生活基本計画

（全国計画）が 2016年 3月に閣議決定された。現在、同計画に基づき、全ての国民の豊かな住生

活の実現に向けた施策が展開されているところである。 
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住宅政策の重点が、住宅の確保から住宅ストックの質の向上や良好な住環境の確保へ移行して

きた中で、環境への配慮や資源の有効活用を図り、質の高いものを適切に管理して、長く使う社

会への転換や市場機能・ストック重視の政策が進められている。住宅の建設に関しては、情報の

非対称性を防ぐための住宅性能表示制度 4等の活用や長期優良住宅認定制度 5に加え、2012 年に

「都市の低炭素化の促進に関する法律 6」が施行されるなど、住宅ストックを重視した制度の充実

が図られている。また、都市部の住宅ストックの主要な部分を占めている分譲マンションにおい

て、適正な管理や長期修繕計画等により、良好な住宅ストックとして維持していくため、耐震化

対策や老朽化マンションの建替えが進められている。2) (図表 2-1) 

2.2 住宅政策の転換 
日本の住宅政策は、住宅金融公庫（現・住宅金融支援機構）、公営住宅、日本住宅公団（現・都

市再生機構）等による住宅及び住宅資金の直接供給のための政策手法を柱として、八次にわたる

住宅建設五箇年計画の下、時代のニーズに対応しながら、住宅の「量」の確保を図ることを通じ

                             
4 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネルギー性等)を法律が定める基準で第三者評価
機関が評価し、住宅性能評価書が交付されることで、消費者による相互比較を可能とする制度。 
5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための構造、設備を備えた住宅について、適合して
いる旨の認定を行う制度。認定を受けると計画に基づいて建築及び維持保全を行うこととなる。 
6 都市機能の集約や公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化、緑エネルギーの面的管理・利用の促進を図る低炭素まちづくり計画に関
することと、法律に定める基準を満たした低炭素住宅に低炭素化に資する設備について容積等の不算入や税制上の優遇措置を設けている。 

出典︓(一財)日本建築センター 

図表 2-1:日本の住宅政策の変遷 
1945 “住宅謹の船消" 19?5 ・量の確保から質の向上ヘ・ 勾D・市場襲柑，ヌトック重視へ＂ 20C6 ．置かな住生活の実環“
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て、深刻な住宅不足の解消や居住水準の向上などに一定の成果を上げてきた。その結果、近年の

住宅事情については、量的には充足しているが、少子高齢化の急速な進行や環境問題の深刻化等

の社会経済情勢の変化に伴う新たな課題への対応が求められる中で、政府が 1997 年 6月に閣議決

定した｢住宅・都市整備公団の廃止とその再編成｣に象徴されるように、住宅政策の抜本的見直し

がされた。 

この大きな政策転換は、1995 年 6 月に発表された、住宅宅地審議会住宅部会｢21 世紀に向けた

住宅政策の基本体系について｣に示されている。この報告では、｢①民間住宅ストックが充実して

きていること、②日本経済が成熟した長寿社会への移行過程にあること、③国民の住宅への関心

が多様化・高度化していること、④国際的な調和の観点からも住宅・都市投資の充実への取り組

みが求められていることから、住宅政策は公的主体による直接供給、支援を中心とするこれまで

の体系から、さらに視野を広げ、新しい体系へと再編していくことが必要である｣と述べられてい

る。 

新しい住宅政策体系は、以下の 3つの分野から構成されると説明されている。 

(1) 住宅市場が円滑かつ適正に機能するような条件整備(基盤整備と制度的枠組みの整備) 

(2) 住宅市場を活用した政策目的の達成(市場の誘導) 

(3) 住宅市場を補強・補完するための住宅の公的供給(市場の補強・補完) 

このように、｢住宅市場｣という言葉が住宅宅地審議会の報告書に登場し、｢公共は住宅市場が円

滑かつ適正に機能するような条件を整備する｣という考え方が示されたことは、画期的なことであ

る。10) 

この方針転換により、量的充足のための大量供給を目的とした政策機関の役割は終わり、住生

活基本法(2006年制定)で「質の向上と市場機能・ストック重視」の方針が明確に示された。 
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2.3 住宅ストックの状況 

(1)住宅総数 
第二次世界大戦後、約420万戸の住宅が不足していたと言われているが、1968年には住宅総数(ス

トック)が総世帯数を上回った。その後も住宅総数は増加し、総世帯数を上回る状況が続き、政策

目標は｢量｣から｢質｣へ変遷してきた。2018年の住宅総数は約6,240万戸と、総世帯数約5,400万世

帯の1.16倍となり、これに伴って空き家率も13.6%に達している。このような状況の中で、住宅ス

トック重視の考え方が重要となっている。(図表2-3(1)) 

(2)住宅性能の状況 
2018年の住宅ストック総数は約6,240万戸であり、そのうち人が居住している住宅ストック総数

は約5,360万戸となっている。人が居住している住宅ストックの住宅性能の状況は、1980年度以前

に建設された耐震性のない住宅が約700万戸(約13%)ある。一方、バリアフリー基準と省エネ基準

を満たす住宅は約230万戸(約4.3%)、バリアフリー基準と省エネ基準のいずれかを満たす住宅は約

1,700万戸(約31.7%)であり、そのままで将来世代に継承できる良質な住宅ストックは比較的少な

い状況である。（図表2-3(2)） 

  

図表 2-3(1):住宅ストックと世帯数の推移  
（万戸・万世帯）7,000

6、000
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●111!警当たりの住宅数

●空き家準

響→ー• - -
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世帯総数を上回る

l 
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1.05 
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090 

（注）世帯数には、親の家に同恩する子供世帯等(201l年＝35万世帯）を含む。
出輿・総務省「住宅・土地統計謂蒼J
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(3)住宅循環システムの構築 
既存住宅が資産となり、次世代に継承されるためには、それが安全で質の高い住宅ストックと

して形成されることが必要である。しかし、(2)で前述したように良質な住宅ストックは、比較的

少ないのが現状である。耐震性を満たさないなど、ストックの活用が図れない既存住宅について

は、長期優良住宅などの良質な新築住宅への建替え等の更新が必要である。良好な住宅ストック

の形成には、建替え・再開発・まちづくりによる新規ストックの創出による正のスパイラルが生

じることにより、住宅循環システムが機能することが重要である。この好循環を生み出すことが、

投資を促進させ、空き家の抑制にも繋がる。 

(4)賃貸住宅ストックの状況 
賃貸住宅ストックは、住宅総数の増加に伴い民間賃貸住宅ストックだけが増加し続けている。

住宅ストック数（居住世帯のある住宅数）に占める民間賃貸住宅の割合は、1958年には約19％で

あったが、それ以降増加し続け、1973年には約28％となった。一方、公的賃貸住宅や給与住宅の

割合は低下し続け、2018年では、民営借家が約1530万戸(28.5%)であるのに対し、公営住宅はわず

か約192万戸(約3.6%)である。(図表2-3(3))、(図表2-3(4)) 

しかし、住宅の性能に着目すると、誘導居住水準 7(最低居住水準 8)未満の住宅の割合が、公営

住宅が 55.6%(8.5%)であるのに対し、民間賃貸住宅は 69.1%(19.1%)であり、民間賃貸住宅の性能

は、住宅ストックの中で低い状況にあると言える。 

                             
7 誘導居住水準は、住生活基本計画に定める住宅性能水準の基本的機能と、世帯人数に応じて豊かな住生活の実現の前提として多様なラ
イフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準を満たす居住水準。 
8 最低居住水準は、住生活基本計画に定める住宅性能水準の基本的機能と、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として
必要不可欠な住宅の面積に関する水準を満たす居住水準。 

図表 2-3(2):住宅ストックの概要 

“
 

人が居住している住宅ストック総数約5360万戸

仕毛ストック絵数約6240万戸

~
 

►
 

パリアフリー・省エネを
いずれも満たさない

約2,100万戸

一約1100万戸 ＋ 

リフォーム等

による性能の向上
建替が必要な住宅

約2500万戸

正のスIfイラJし
今後の2位E問を見通した場合＼世帯数が約300万減少すると予想されるが、

世帯減を考慮しても建替えの対象は約2200万戸（総数の約35%)

総務省「平成30年住宅・土地統計調査」を基にした国交省推計資料より筆者作成
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図表 2-3(3):住宅ストックの推移 
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(5)賃貸住宅市場の状況 
現在の賃貸住宅市場は相続税対策や資産家の余剰資産活用に根拠を置くものが多いため、事業・

管理体制が不十分で事業的合理性が機能できる状況にない。また、短期資金回収ビジネスとして

成長し、現在のストック型社会、低金利状況に適した長期に資金を回収するビジネスに投資する

状況にない。このため、賃貸住宅を長期に運営し、アフォーダブルな家賃を実現する賃貸住宅事

業が成立しにくい状況である。しかし、アフォーダブル住宅は地域の居住循環やセーフティネッ

トとして不可欠な、貴重な社会的価値財であり、地域の資産と言える。賃貸住宅市場が社会的事

業としての長期ビジネスとして市場に評価される状況になることが必要である。 

2.4 日本のアフォーダブル住宅政策 
(1)政策の概要 

2006年に制定された住生活基本法において、国及び地方公共団体は、住生活の安定の確保及び

向上の促進に関する施策を策定し、実施する責務を有することとされている。(図表 2-4(1))また、

2007年には、住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者等(以

下｢住宅確保要配慮者｣という。)に対する賃貸住宅の供給の促進を図ることを目的として、住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律(以下｢住宅セーフティネット法｣という。)が制

定され、公的賃貸住宅の供給に関し、国及び地方公共団体が、住宅確保要配慮者の住宅の確保に

ついて配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃貸住

宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講じるよう努めなければならないとされた。このよう

な中、住宅に困窮する低額所得者に対しては、地方公共団体が、公営住宅法に基づき公営住宅を

供給しており、国土交通省では公営住宅を住宅セーフティネットの中核として位置づけている。 

さらに、公的賃貸住宅に関しては、住生活基本法に基づき国が策定することとされている住生

活基本計画(以下｢全国計画｣という。)において設定される８つの目標の１つである｢住宅の確保に

特に配慮を要する者の居住の安定の確保｣の基本的な施策として、その適切な供給が掲げられてい

る。この基本的な施策の中では、民間賃貸住宅の活用や PPP/PFI も含め、民間事業者の様々なノ

ウハウや技術の活用促進など、従来の施策にはなかった民間活力の導入が明確に示されている。

(図表 2-4(2)) 
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出典︓国土交通省資料 

図表 2-4(1):住生活基本法の概要 

〇住生活基本計画(平成 28年 3月 18日閣議決定)＜抜粋＞ 

第２ 目標と基本的な施策 
目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者、ひとり
親・多子世帯等の子育て世帯、生活保護受給者、外国人、ホームレス等(住宅確保
要配慮者)が、安心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現 

（基本的な施策） 
(1) 住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家等の活用を促進するとともに、民間賃貸

住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた、住宅セーフティネット機能を強化 
(2) 民間賃貸住宅への住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するため、地方公共団体、賃

貸住宅管理業者、家主、居住支援を行う団体等から構成される居住支援協議会の設置・
活動の支援と、生活困窮者自立支援制度等福祉施策との連携 

(3) 公営住宅、ＵＲ、賃貸住宅等の公的賃貸住宅を適切に供給。また、公営住宅の整備・管
理について、地域の実情を踏まえつつ、PPP/PFI も含め、民間事業者の様々なノウハウや技
術の活用を促進 

(4) 公的賃貸住宅団地の建替え等の適切な実施と、その機会をとらえた高齢者世帯・子育て世
帯等の支援に資する施設等の地域の拠点の形成による居住環境の再生の推進 

図表 2-4(2):住生活基本計画(抜粋) 

出典︓国土交通省資料 

目的【1条】住生活安定向上施策研佳進⇒国民生活の安定向上・社会福祉び曽進•国民経済以達全な発震

基本的施策 【11~14条】

住宅の品質・性能の維持向上
住宅の百理の合理化・適正化
（耐蚕改修、 i!iIネ化、笞理（こ閉する知識の普及・

情報提供等）

地域における居住環境の維持向上
（共同福祉•利便施設の整偏、良好な景観形成

等）

住宅の適正取引の確保、流通の円滑化
（事業者による正確かつ適切な情毅提供、性能表

示制度の普及等）

居住の安定確保のための住宅供給の促進等
（公営住宅・災畜復興用住宅の供給、高齢者・子

育世帯向け賃貸住宅の供給促進等）

基本坦捻 【3~6条】

現在及び将来における国民の住
生活の基盤となる良質な住宅の
供給・建設・改良・哲理

住民が誇りと愛着をもつことので
きる良好な居住環境の形成

居住のために住宅を購入する者
等の利益の擁護及び増進

住宅の確保に特に配慮を要する
者の居住の安定の確保

住生活基本計画【2条 1項】

躙麟ニニJ;!!k~fi~;＿的施策全 国計画 【15条） 都道府県計画【17条］

I 全国計画に係る政策評価 t16条l| 
●公営住宅の供給目標望等

l 

責務等 【7~10条】

〈国・地方公共団体〉
①施策の策定と実施〈国・地方公共団体〉
②教背活動・圧報泊劫晶〈国・地方公共且体〉
⇒国民の理解・協力を得る努力

③技術情報の収集・提供等〈国〉
⇒品質性能の維持向上に資する技術⑪升究開発
木使用の伝統技術雌巷承向上

〈住宅関連事業者〉
①安全性確保等の最重要責任の自覚
⇒設計・違設・販売・管理の各段階で適切に措置

②正確かつ適切な情報研是供努力

（国・地方公共団体・事業者・住民等〉
住生活安定向上のため相互に連携・協力

〈政府〉法制・財政・金融上研目置

住生活基本計画の実施【18条】

疇
|〈田・地方公共団体〉公営住宅供給等、目応雹成措直 9| 

1一醤乳盟提供：「指針］策定等→ ―面玩活］
|〈公庫・機溝・公社〉住宅供給時等に目標達成（こ努力 9 | 

＇ I関1応政機関の協力 [19条l|1白料の提出等 [20条l| | t齢策実施状況の公表（毎年度） ［21条l| 1 国の事務委任 [22条l
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(2)公的賃貸住宅制度の概要 
住宅セーフティネット法等において、公的賃貸住宅は、公営住宅、独立行政法人都市再生機構

が整備する賃貸住宅(以下｢ＵＲ住宅｣という。)、地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅(以下｢公

社住宅｣という。)等とされている。公的賃貸住宅の大部分を占めるものが、公営住宅法に基づき

地方公共団体が供給する公営住宅である。 

国は公営住宅法第 7 条等により、予算の範囲内において公営住宅の整備費等に要する費用の２

分の１の補助を行うこととされている。また、同法第 17条では公営住宅の家賃低廉化に係る国の

補助について規定されており、国は、毎年度の予算の範囲内において、公営住宅の近傍同種の住

宅の家賃(以下｢近傍同種家賃｣という。)の額から入居者負担基準額を控除した額に 2 分の１を乗

じて得た額について補助することとしている。(図表 2-4(3)) 

整備基準については、同法第 5 条が改正され、公営住宅の整備基準を地方公共団体が条例で定

めることとされた。従前の「公営住宅等整備基準（平成 10 年 4 月 21 日付け建設省令第 8 号）」

は、同法第５条第１項で示されている国土交通省令で定める参酌基準として位置づけが変更され

た。 

この補助制度は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、

地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として 2010年度に創設

された「社会資本整備総合交付金」において支援が行われている。 

出典︓国土交通省資料 

図表 2-4(3):公営住宅に対する国の助成 

0国から地方公共団体に対し、整備費のほか家賃低廉化も助成。

［ 整傭費助成 ll 
・地方公共団体による整備費を軽減

（原則50％を国が負担）

ll家賃低●化肋成]

・近傍固種家賃※1と入居者負担基準額※2の
差額の原則50％を国が負担

・結果的に、整備時の地方l貴償還負担を軽減

―-
_
＿
 

g
 

5
 

_
_
 l‘

―
 

劃

●

鰻

賣
．
 

社会賣本●●纏含交付●

（■） 

0璽●賣の熾方負阻分は国
からの肋咸と入屋看から

の軍貫等で回較

畑方債

1 呑胃1111■•胃 I
●貫曇●化馳慮 (II)

●賃鑑・化鵬慮 （鍮方）

応籠応益●貫
（入霞看負観）

※1迂 傍同種 家賃 ： 近傍同種の住宅の時価｀惇紐貰管理享務賛等を勘案して定めるもので、当該公営住宅と同等の賃
貸住宅の利用対価として通常入居者が支払うべき賃料として箆定されるもの。公営住宅の入居者が支
払う家賃の上限となる額。

※2入居者負担琵準額 ： 国による家賃低廉化助成の基準となる額で．入居者の収入に応じて設定される 「家賃百定珪礎額」

に、当該公営住宅の立地条件に応じた 「市町村立地係数」｀当該公営住宅の床面積の広狭に応じた
「規模係数」、当該公営住宅の老朽化の程度に応じた 「経過年数係数」を乗じた額．
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(3)新たな住宅セーフティネット制度 
2017年から｢新たな住宅セーフティネット制度｣が開始された。この制度は、民間賃貸住宅をセ

ーフティネット住宅として登録し、空き室を住宅確保要配慮者に提供するものであり、都道府県

を中心に取組みが進められている。住宅セーフティネットの中核である公営住宅の増加が見込め

ない状況におけるアフォーダブル住宅不足を補填し、近年増加する民間賃貸住宅の空き家を活用

する目的で、2017 年の改正住宅セーフティネット法に基づき制度化された。都道府県・市区町村

により策定された住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画に基づき、賃貸人が「住宅確保

要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」として都道府県・政令市・中核市に登録を行うものである。

登録された住戸は、セーフティネット住宅情報提供システムのＷＥＢサイト 9に掲載される。具体

的な支援策は、①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修や

入居者への経済的な支援、③入居者負担の軽減のための支援である。（図表 2-4(4)） 

民間賃貸住宅の空き室の活用として期待された制度であるが、制度の活用は低調のようである。

その理由について、本事業の支援を受けるためには、専用住宅として原則 10年間は入居者を住宅

確保要配慮者に限定することが条件になっていることから、賃貸人にとって空き家リスクがある

ことが大きいようである。また、セーフティネット住宅情報提供システムのＷＥＢサイトの使い

勝手の悪さや居住支援協議会の取組み状況に課題がある 19)と指摘されている。 

                             
9 セーフティネット住宅情報提供システム https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php 
 

図表 2-4(4):新たな住宅セーフティネット制度の概要 

出典︓国土交通省資料 

• 
1.椰道府県・市区厨村による住宅憧保喜配●者向け胃賃住宅の

供給促遣計爾の策定

•国の基本方針に基づき、 供給目禰、 施策葛を規定

・住宅確保憂配慮者の範匿l
ー高齢行世帯、障害看世帯．子育て世帯A良災書世帯
一低額所得世帯（叡入分位25,以下） —その他外国人世帯濤

2 賃貸人が住宅確保喜配虜者の入居を拒まない貫貸住宅として都道府
県・政令市・中核市に登餞 ※指定登鎌犠1111による登餞も可能とする

・登ほ暴準 ー耐震性舵 ー一定の忌伍面積 零
※上記の供給促遍rt両により．登録基準の逢化・纏打が可l1l

※共同居伍型伍宅（いわゆるシェアハウス）の面積零の基亭を設定予定

3，蓼道府県専が警餞住宅の情帽1!11示・胃賃人の指導監督

（襦肋を受けた住宅lよ専用住宅化1

撞助対彙工事 バl)アフリー工事．配震改修工事．ffl途賣更工事等

樋助率 1補助金（馴度の立上り期）の場合）：国1/3（国の直接惰助）
（交付金の場合）：国1/3十地方1/3

（地方公共団体が実施する湯合の間接褐助）

入居者蔓件疇 入居者収入及び家賃水準〈特に補助金の湯合）について一定蔓件あり

②⑱潤涅冷鵬す慢機欄こよる畳録住宅に対する改修費融資等

2.低謂所得者の入居負担軽減のための室帽措冒
（専用の住宅として登紐された住宅の湯合）

樋助対彙 ①家貫低慶化に憂する賣ffl ②入居時の家賃債務保証料
(l!I賣上隕2万円／月・戸） (l!I賣上隅9万円／戸1

樋助率 国1/2十地方1/2（地方が実施する場合の間接檜助）

入居者憂件簿 入居者収入及び褐助期間について一定憂件あり

3.生活保護曼給者の住宅扶助費等について

賃賃人からの通知に基づき代珊納付ほ）の
妻否を判断するための手続を劃設

峯 不寡AE”II曼給11が貫貨人に支払うぺさ竃貫疇壬．鼻匿の賣編•’’
が貫貨人に置撞支払うこと

4.居住支柵活馳への支帽措冒導 V-~`‘ ・り紐 費事
襦助対集 居住支援協●会むの活島支援 壽 I保護の実胞攪Ill| 
襦助寧 国定額 （園の直接襦助） し竺竺竺竺竺ー

5 住宅確保妻配慮者への家貫債務保証の円滑化

①遍正に家胃情務保証を行う纂者について｀情襲提供を行うとと

もに｀⑭淮宅銀駐珀厭劃即渭餓引甍（切対象l遥加

ピ品;;;1~J;ご、:::：:；屯芯：品明書面交付ほか
②居住支援法人による家賃債務保証の実施

新たな住宅セーフティネット制度のイメージ

支鰻壽一4 .. 
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(4)家賃補助制度について 
①日本の現行制度 

住宅政策における政府支援の手法は、住宅整備を支援する｢物への支援｣(または直接的供給)と、

家賃補助などの｢人への支援｣(または間接的供給)に大別される。欧米諸国では、低所得者向け住

宅政策は量の充足に伴い｢物への支援｣から｢人への支援｣に移行された。住宅建設の進捗に伴い住

宅不足は解消し、住宅水準は向上した。しかし、新自由主義の政策が進む中で所得分化が進み、

より低所得な世帯やより貧困な高齢者が増え、住宅確保が困難な人々が増えた。住まいの問題は、

住宅の不足と質ではなく、住居費負担力の低さにあるとの見方が主流になり、欧米諸国の政府は

住宅政策に関する政策手段の中心を｢物への支援｣から｢人への支援｣に移行した。公的賃貸住宅に

入居できる世帯が存在する一方、民間賃貸住宅に入居し、公的援助を受けられない低所得者が存

在する。この不公平に対応する手段として家賃補助制度は有効であると考えられ、欧米諸国では

市場による住宅供給を促進し、低所得者の住宅確保を支援する手段として家賃補助制度が導入さ

れており、ドイツとフランスは、持家施策にも家賃補助制度が導入されている。(図表 2-4(5)) 

日本では、国の制度としての家賃補助制度はほとんど存在しない。厚生労働省が所管する生活

保護制度の住宅扶助がそれに当たると言われるが、施策対象者が極めて限定的で全世帯の 2%程度

と推計されている。日本の住宅政策は、国土交通省が所管する社会資本整備の枠組みに位置付け

られていることから、物的投資に重点が置かれ、福祉政策としての所得再分配の機能はわずかで

ある。このため、低所得者の家賃負担を軽減する施策は住宅政策の周縁に置かれ、家賃補助制度

は、住宅の物的整備を条件とし、家賃低廉化の補助は借家人ではなく家主供給される(前述の(2)公
的賃貸住宅制度の概要、(3)新たな住宅セーフティネット制度)。あくまでも物的整備の補完的、限

定的に存在する制度にすぎない。低所得者が家賃補助を受け、市場の中で入居可能な住まいを選

ぶことができる制度は日本では存在しないと言える。 
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②家賃補助制度導入の検討 

政府による公的家賃補助制度の導入は、その必要性を指摘されてきた。以下にこれまでの国土

交通省の社会資本等に関する審議会答申で公表された家賃補助制度についての言及を明示した。

いずれも家賃補助制度の有効性や効率性を評価しているが、検討にとどまり、一般的な制度とし

て本格的な導入への議論には至っていない。 

（1995 住宅宅地審議会答申） 

家賃補助については、公営住宅の施策対象者であってこれに入居できない人々について一般的

に導入すべきとの議論もあるが、良質な賃貸住宅が不足している現状では居住水準の改善に寄与

しないという恐れもあり、また、財政上の負担も無視できない。このため、施策対象者で公営住

宅への入居を希望する者に対して極力これに応じることができるよう供給方式の多様化等に努め

ることを基本とし、一般家賃補助の導入については、引き続き検討が必要とした。17) 

（2005 社会資本整備審議会答申) 

公営住宅制度が抱える問題点(水平、垂直的不公平、一定階層の集中によるコミュニティバラン

スの低下等)を解消するためには、民間賃貸住宅を活用した家賃補助制度が効率的な手段であると

指摘し、その機能を評価する一方で、国の制度として家賃補助を導入することに関しては、生活

保護との関係、財政負担、適正な運営のための事務処理体制、受給者の自助努力を促す方策のあ

り方など整理する課題も多いとした。18) 

図表 2-4(5):住宅政策の国際比較 
アメリカ イギリス 臼ツ フランス 日本

持家施策 伴宅qーン 公室件宅払い下げ 什令什字，．弓肖 0%．弓肖綱席 住名金説玄這握墨によ益面目

一毀FHA)(J)11い磁可ぷ玉七U 公営住宅、ニュタン、住宅協会 醐祐岩の持索取名に対し」直金祖当 ヰ嘔匹舌の住-"11;:;llし、金JO 住宅退設所柑等lこ対し、長期＊区n:＇

ーンを民間細懐関が証男1a、．るの四 伍宅え房任期39零 た値下け率により払 綴 2訓謳）を田忙麟． ％で讚翼住宅価格のXnがよ限｛置は 倣以ば・を行う．

の元”月ムいをf:-9ィが保証． い下げ． 襄禍計畜令庫lこよ琴這 利思相当分足念配伐閲IC/此碕肋）．
王ユ—乞旦径砿差{M臨碑丘 中竺勁労舌の住宅所笞資金を慰資（住 住王貯昔．⇒肯(PELl
民r碑宅—ン匂9:•M,JIIテ正"”が 宅闊入韻の2:1迄）． 中血労舌后X1長期知 'lttl'I(.t限
買J.11住如—湘保匹発行． ※啄員は、住宅取‘名予丈石~( 〇万9うン）．

積る江刃しJ却芯助成）• 譴翼1ふ住宅輸予て舌積立貯畜．（

棧祠に係る補助金絵但 横畜,::;ル、国か汲珈況）

任新菜，駅入、屯改宝8こ対し、口と地 協字計資(PCl

万がB≪間補助金(5%-25%）を支給’ 呵塁茄向珊貴（貨碓籾9よ限

循蒻合i松厘には潟滋 切）．※R呻 ［ 付 就 饉 臥半．

①若仔辱滋世惇の持家諏得、

②断紐上工 J99-“'Ju 腿鮪譴謹す環紐珪

住王雹gl!!1l1に対す環即住五圭 ヨ 住五ロコ輝舅塁（所得税）

当 住口度所岱℃＇~こ"lえるため、
10町如—X残1％呻陰

住口奸Ji芦 工こ揖lえるため． 協 b等を受けた任．宅に店任する世棗

世褐規員、所笞弓況苅員avヰR存 む•J象に一定頑の住宅手当を支巣虹•91

当を支怠 人住宅手当{APL)),

信家施策 ，，滋芍キ， ，，滋芍キ， 1呻字， HLM住去（滴下l章昔住'El!I.!巨設1こ 公室什キ，

地自治畑らも刀Jた組慮であが也方 地公共団体州maほ理、運宮．払 国地方四邸9.II遺を受けて、公益住宅 坦る低昼l忌配PLUS} UR件字，

公共団体庁が供棗i巴壇、遼宮．家貫負 い下げ」モ宅協会への移百が達んでいる． 紐•OO"，嗚直芍確宅． 預会但託金直(CDC)等が社会住宅這

担i9応箭軍貫制度． 畔饂含CHA)に且i公堕且負住名 姦 蛾 緬用昔台件宅

缶匂ふ窃公的員員住宅膚設t阻 ぅ．XあわUて、企渫かな況心出金寄環芯揖 忘論者由け恒良告自住宅
を行う・近年1;1臣理ヌ牙取D受比大澤摂憂公 金としで活用．

SI廷 aμ匹のI11D1等としても磯能． 住名匿gl!!顧に対遁肋［住田圭
住宅合且1安楼機構による滋肖

低（ヒ臼c3嚢且乞芸虚）邑塁 当
咽する鶴爾•鵡寵lぼ暉 住王雹gl!!饂に対す環即住五圭 住居l'I好9笞の一定細こ＂える たぬ

位 当 協田行を受けた任宅に居任する世帝
低所祖者に対する家昔綸節

公宮住宅后住世棗こブAてl3家貫を減 同上 む·J象に一文該の住宅手当を支給(•9•J
m aぉ闘碑a臥 IC.bて一正:Olil

置、品1(底協会話む）順匹碑 人仔ゴが手当｛APL)).
，，碕助（h.，h-万式）

世爛こブ、9ては纂貫をi織． x且砂息特直むJ載し四下

碑宅手当ガ存在

家族住宅手当(ALF)夫 99、単身等を3J

象 に 、 一t!!帯への住居閃程

減

社毛手当(ALS)扶蚤家族奴屯い

世得^ の伍居口負担を過正化・

日本住宅裕合セ汐ー(2012)調宜研究蚤料を即 こ笙者作成
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2.5 公営住宅の現状と課題 
公営住宅は、住宅不足への対応策として、住宅に困窮する低額所得者の居住水準の安定や向上

のために建設された。高度経済成長期の昭和 40年代には大都市への人口集中や世帯増への対応と

して大量供給され、現在は昭和 40 年代から 50 年代に大量供給された公営住宅が一斉に更新時期

を迎えており、対応が求められている。また、施策対象の限定により多様な居住ニーズに柔軟に

対応できないなど、多くの課題を抱えている。 

(1)公営住宅の現状 
住宅セーフティネットの中核として位置づけられている公営住宅は、地方公共団体が整備主体

であるが、その管理戸数は平成 30 年度時点で全国約 216 万戸であり、平成 17 年度末時点の 219

万戸をピークとして減少傾向にある。また、管理戸数のうち、築後 30年以上経過した住宅が 138

万戸(64%)あり、ストックの老朽化が進んでいる。(図表 2-5(1)) 

公営住宅については、家賃の低廉性や適切な民間賃貸住宅の不足等から応募倍率が3.8倍（平成

30年度全国平均）で、近年は減少傾向にあるが、首都圏では10倍以上で依然高い状況にある。(図

表2-5(2))一方、地方では老朽化したストックの更新が進まず、多様な居住ニーズに対応できてい

ないことから空き家率が上昇している傾向にある。更新等に関しては、社会資本整備総合交付金

による支援策等(対象事業費の約45%)で、既存公営住宅の長寿命化や老朽化対策を計画的に進める

必要があるが、対策が遅れている。その一方で、公営住宅は依然住宅確保要配慮者全体をカバー

できる管理戸数水準には至っておらず、国や地方公共団体の厳しい財政状況から、今後も拡充さ

れることは困難な状況である。また、ストックの問題以外にも、高齢化やコミュニティの衰退、

収入超過者、募集倍率の偏り、入居期間の長期化など多くの問題を抱えている。 

  図表 2-5(1):公営住宅ストックの状況 
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(2)直接的供給の問題点 

住宅困窮者に住宅を直接供給するという仕組みは、そもそも住宅数が足りない状態では、以下

のような問題が発生する。 

 公営住宅に入居する世帯と入居できない世帯に水平的不公平が発生する。入居資格がある者

を公募し抽選で選定しているが、抽選という運任せで、運がよかった住宅困窮者だけが救済

されるという制度は問題があると言える。 

 国が「住宅に困窮する低額所得者」として限定した特定の入居者層を集中させる政策は、必

然的にソーシャルミックスとは逆の方向になってしまうため、高齢化や団地のコミュニティ

の衰退、周囲のコミュニティからの隔絶は必然的に発生する。 

 仕組みを維持していくためには、地方公共団体が維持管理と更新を行っていかなければなら

ないため、厳しい財政状況からも一定の限界がある。 

(3)公営住宅制度の問題点 
ここまで、人口減少社会における公営住宅ストックの老朽化や更新問題、公営住宅制度がもた

らす諸問題について述べてきたが、実際に公営住宅を整備、維持管理・運営する地方公共団体の

視点から問題点を述べる。 

かつて、公営住宅の整備は、本来の目的である低所得者への住宅供給に加え、国からの手厚い

支援により、地方の経済対策としての公共事業という政治的性格が強かった。しかし、ストック

が老朽化するにつれて、その更新費用の負担が地方公共団体の財政を圧迫し始めた。さらに国の

出典︓国土交通省資料 
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厳しい財政状況から公営住宅制度や支援策は、以下の通り年々限定化及び減少され、地方公共団

体の財政を圧迫し、更新意欲を阻害してきた。つまり、現行制度には地方公共団体を公営住宅の

供給に積極的に向かわせるインセンティブが存在しないのである。 

 公営住宅制度改正により導入された応能応益家賃制度や施策対象の限定化は、地方公共団体

の貴重な財源である家賃収入を減少させた。 

 実践に至るまでに様々な計画を策定する必要があり、スピード感に欠ける。最近では、公営

住宅を整備(新規建設、建替え、改善)するには、少なくとも国土強靭化計画、長寿命化計画、

社会資本整備総合計画等に整備計画を位置づける必要がある。 

 施策対象の限定や制度の厳格化により、公営住宅ストックを柔軟に活用できないことや、譲

渡や廃止(耐用年数を経過したものを除く)について、国の許可が必要である。 

 交付金の減少により、補助制度活用のメリットが小さい。最近では、重点配分の要件(PPP/PFI

の活用や社会福祉施設の併設等)に適合しない場合は、交付対象事業費の約25%程度しか国の

交付金は交付されない。 
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2.6 住宅セーフティネットの類型と今後の方向性 
住宅セーフティネットを提供する手段としては、大きく分けると直接的供給と間接的供給があ

る。直接的供給は、施策対象者に住宅そのものを提供することであり、公営住宅やＵＲ賃貸住宅

がこれに該当する。公共が自ら建設して供給する方法のほか、民間賃貸住宅を買い取る、又は借

り上げて供給する方法がある。間接的供給は、公共が直接供給するのではなく、施策対象者に対

して民間賃貸住宅の家賃の一部を補助するという方法等である。日本ではごく一部の自治体でし

か実施されていない 10が、先進国では住宅市場の成熟に伴い、直接的供給から間接的供給へ移行

しており、家賃補助制度が一般化している。これらの中間的なものとして、条件を満たす良質な

民間賃貸住宅の供給に対して、公共が建設費や家賃の一部を助成する方法がある。国の制度では

地域優良賃貸住宅 11がこれに該当する。 

良質な民間賃貸住宅が市場に十分に存在し、住宅確保要配慮者に対する入居の拒否等がない市

場の状態であれば、公共は家賃補助を行うことでよい。しかし、民間賃貸住宅市場の状況は、余

剰ストックが増え続ける状況であるにも関わらず、良質なストックは十分ではない。 

国や地方公共団体の厳しい財政状況からも、今後施策対象者に対して十分な公的賃貸住宅を供

給することは困難であることは明らかであるし、2.5(2)で述べたように直接的供給には問題点も多

い。そこで、今後の住宅政策の方向性は、民間賃貸住宅の品質と性能を向上させることに重点を

置き、住宅困窮者に対しては、良質な賃貸住宅への入居に対して家賃の一部を補助する等の間接

的な関与で、住宅市場が補強、補完される一石二鳥の機能を持つ政策であろう。 

2.7 小括 
日本の住宅政策は、戦後の住宅不足を解消し、質の向上を経て、近年では「市場機能、ストッ

ク重視」へ転換した。特に、住宅宅地審議会の報告書に「公共は、住宅市場が円滑かつ適正に機

能するような条件を整備する」という考え方が示されたことは画期的なことである。 

また、住宅ストック全体に占める公営住宅の割合は、3.6%と極めて小さく、拡充させたとして

も規模が小さい。それよりは、住宅市場の約29%を占め、増加し続けている民間賃貸住宅を活用し

た方が、合理的でサービスの受益者を増やすことができる。 

アフォーダブル住宅政策については、制度的課題や公共による直接的供給の限界が確認された。 

欧米諸国が市場の成熟と共に家賃補助等の間接的供給に舵を切ったように、政府の役割は、全体

的な住宅ストックの品質と性能の向上に重点を置くことで、住宅市場が円滑かつ適正に機能する

ような条件を整備し、市場を補強、補完するための住宅の公的供給の方法を考える必要がある。 

                             
10 生活保護制度の住宅扶助費が類似する制度とも言われるが、対象者が極めて限定される 
11 公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度(特定優良賃貸住宅制度・高齢者向け優良賃貸住宅)を再編し、子育て世帯等各地域において
居住の安定に特に配慮が必要な施策対象を重点化し、民間事業者等による良質な賃貸住宅の供給促進を目的として 2007年に創設され
た。 
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第 3章 公共サービスのソフト化の概念と具体的な手法 

アフォーダブル住宅の間接的供給を考える上で、公共サービスのソフト化について、内閣府の

調査研究 12や東洋大学ＰＰＰ研究センター版標準モデル 13(以下｢標準モデル｣という。)を参考に

ソフト化の概念と具体的な手法を確認する。(3.1～3.2：標準モデルから引用) 

3.1 公共サービスのソフト化の概念 
公共サービスの「ソフト化」とは、政府が施設を所有せず民間施設の借用、または IT等の活用

により施設を使わない手段に切り替え、公共サービスの提供を行うことである。(図表 3-1)「ソフ

ト化」の実施により、政府が所有する資産の売却利益が得られるほか、施設の維持・更新費の財

政負担の軽減等が図られる。また、所有施設の立地に捉われず、ニーズの変化に応じて弾力的に

サービスの提供体制を変えることが可能となる。 

 

3.2 ソフト化の具体的な手法 
(1)公共サービスとしては必要であるが、公共施設は必要ない施設＝ソフト化 

民間や市民が所有する施設を利用する、もしくは、施設そのものを(極力)使わなくて済むサー

ビスに切り替えられるものである。この場合は、自治体は自ら施設を所有しないのでソフト化と

呼ぶ。 

①ソフト化(民間移管) 
施設の所有権を民間に譲渡し、以降の維持管理運営も民間に委ねる。または、市民に類似のサ

ービスを提供している民間施設を利用してもらい、必要応じて利用料を補助することを指す。対

                             
12政策課題分析シリ－ズ 11 公共施設等改革による 経済・財政効果について －学校等の公共施設の集約・複合化による財政効果試算、公
共サービスの「ソフト化」－ 
13 根本祐二｢公共施設等総合管理計画策定のための標準モデル提案と適用事例｣(東洋大学 PPP研究センター紀要第 5号,2015年 3
月)で示した標準モデル 

図表 3-1︓ 

出典：内閣府「公共施設等改革による 経済・財政効果について」 

•••••••••••••••••

••••••••••••••••• 
~

~

ー
L

"

~ 

＼
 し

i

i
民

~

なし

ヽ

レし

ま

有

‘ー卜

た

フ

~

保

．

図

ま

十

ノ

念

＇ 

．

た

~

~

官

~

概

ま

の

民

,
＇
•

一

ロ
ー

ヒイ

5

"

＂ 

スビ

（

一

一

一

民

一

は

一

型

2

サ

来

~

官

~

~

た

・

ま

~

~

官

~

訊
従

~

一

，

~

供提

有

ス

保

ビ

設

~

サ

i

施

~

~
 

＂

＂ 

,
 
．．．．．．．．．
．．．．．
 
‘
 



23 

 

象となる施設としては、幼稚園・保育所、学童保育室、高齢者福祉施設(介護保険対象施設等)、

公営住宅、小規模スポーツ施設、公立病院などが想定される。常にどの地域でも民間事業者が提

供できるわけではないので、地域の実情に応じて、対象とする施設種類を変更するが、代替可能

な民間事業者がいない場合でも、単純維持ではなく、廃止、広域化もしくは多機能化する。公営

住宅は、公営住宅自体を民営化することもありうるが、住民が民間住宅の空室に入居し賃料を補

助する方法もある。他の種類を含めて、補助率は自治体の政策を反映する。仮に 100%補助とした

場合でも、将来の利用者数減少に応じて負担は減少するのでメリットはある。 

②ソフト化(市民移管) 
施設を市民(町内会など)に譲渡する方法である。通常は無償であることが多い。譲渡以降の維

持管理は市民が自ら行うので、維持管理費・運営費負担はゼロとなる。対象施設種類としては、

地区内に設置された集会所などを想定する。将来更新する場合は、原則自治体負担はしないもの

とするが、自治体が助成する(50%程度)制度がある場合はそれを織り込む。ソフト化(市民移管)を

選択しない場合は、他の集会会議施設と合わせて規模を削減の上、学校等に機能移転する。 

③ソフト化(代替サービス) 
配達やＩＴを用いた全く別の方法により、同種の公共サービスを提供する方法である。図書館

における移動図書館や電子図書館、医療における遠隔医療などが相当する。全く異なるサービス

形態であるので、現存する施設のすべてを変更するという仮定は現実的ではないので標準モデル

としては織り込まないが、限界集落向けのサービスを移動図書館へ切り替えなど部分的に織り込

むことは可能であるとともに推進すべきであろう。 

3.3 ソフト化が可能な公共施設 
内閣府の調査研究 21)によると、施設の所有者に係る法令上の規定は存在せず、原則として全て

の公共施設で「ソフト化」が可能であり、提供サービスの形態別に、「ソフト化」が可能な施設の

所有状況を整理すると、主な公共施設全体で延床面積は約 3.6 憶㎡と報告されている。(図表 3-

3(1))また、公共サービスのタイプ別にみた「ソフト化」の具体的な手法と効果について、公営住

宅部門を抜粋した。(図表 3-3(2)） 
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図表 3-3(2)︓公共サービスのタイプ別にみた「ソフト化」の具体的な手法と効果について(住宅部門を抜粋) 

 住宅 

(1) 【従来型】 
公共が施設を保有、
維持管理運営 

収 支(ベ ー
ス) 

(収入)家賃収入 

(支出)維持・更新費が発生 

(2) 【民間移管】 
民間が施設を保有、
維持管理・運営を
行う 

具体的な手
法と事例 

①既存民間施設を利用 
・棟または部屋を借り上げて公営住宅とする。入居者に対して、家賃補助を実施 
②既存公共施設を活用(セールス＆リースバック) 
・既存公営住宅を民間に売却し、賃貸する 
【事例】 
ひたちなか市(市営住宅の廃止分を家賃補助、家賃５万円以下、礼金不要の
賃貸住宅の場合に上限を２万円として補助) 

収 支(ベ ー
ス)との差 

(収入) 資産(土地・建物)の売却利益が得られる 

(支出）維持・更新費は公共ではなく、民間側が負担 
民間賃貸料の相場よりも低廉な賃料で施設を借りることが可能(公共が安定的に
施設を借り上げることにより、営業経費は不要) 

図表 3-3(1)︓ソフト化が可能な公共施設の所有状況(2014年度) 
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出典 内閣府 「公共施設等改革の経済•財政効里分析」 黄料
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(支出) 
・家賃補助として市場家賃と公共家賃の差額の負担が生じる 

(3)【代替サービス】 
施設でサービスを行
わず、同様の代替サ
ービスを提供する 

具体的な手
法 

・住宅は施設の提供が必須であるため、代替サービスは想定できない 

内閣府｢公共施設等改革の経済・財政効果分析｣資料から筆者作成 

3.4 ソフト化の必要性 
主な公共施設の延床面積は、学校と公営住宅が多くを占めており、それぞれ約46％、約25％と

なっている(図表3-4)。公共施設の更新投資不足問題を背景に、全国の自治体では「公共施設等総

合管理計画」を策定し、「公共施設マネジメント」に取組み始めている。延床面積総量の縮減の観

点からみれば、学校、公営住宅等を「ソフト化」することによって、我が国全体で延床面積総量

の大きな縮減効果が期待できる。21) 

 

3.5 ソフト化による民間投資の促進 
ソフト化の推進は、公共の財政負担軽減の効果に加え、民間投資を促進させる効果が期待でき

る。アメリカでは、低所得者用住宅税控除(Low Income Housing Tax Credit:以下「LIHTC」とい

う。)という民間事業者により、アフォーダブル住宅を供給する仕組みが存在する。この制度は、

民間事業者がアフォーダブル住宅を建設・維持する代わりに、建設費などの新規開発費用の 70%相

図表 3-4︓主な公共施設の延床面積の割合(2014年度) 

出典：内閣府｢公共施設等改革の経済・財政効果分析｣資料 

――l 

| | _,＿ 

児室館

保健センター

消防施設

1. 5％支所 ・出張所 1.6% 

診療所（床） 1. 9% 

保育所 1．咲

博物館 2訊ノ＜ 

病院（床） 2. 2% 
公民館 2，脳
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当の税額控除を 10年間受けることができるものである。この税額控除の権利は民間事業者自身が

享受できるだけでなく、投資家への譲渡も可能で、民間事業者は税額控除の権利の販売により開

発費用を調達することができる。また、投資家は、長期間の節税による利得を得ることができる。 

本制度のプロジェクトは、通常の補助事業と同様に政府による審査を経るが、それに加え、投

資家によるモニタリングが機能するため、通常の補助事業と比較して事業が効率化されることが

期待される 21)。日本では同様の制度は整備されていないが、公営住宅のソフト化に当たっては参

考となる政策である。 

3.6 小括 
内閣府の調査研究や標準モデルを確認し、具体的なＰＰＰプロジェクトを想定する課程で、合

理的なアフォーダブル住宅供給手法の可能性が見えてきた。市場で供給可能な価値財である住宅

は、ソフト化が可能である。そして、公共施設マネジメントの観点からは、地方公共団体が保有

する公共施設のうち、約25%を占める公営住宅をソフト化により削減することができれば財政負担

軽減効果が大きい。この視点を第6章以降のシミュレーションに取り入れることにする。 
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第 4章 アフォーダブル住宅の間接的供給事例 

4.1 公的賃貸住宅の PFI事業 
筆者が関与した鹿児島県鹿屋市の公的賃貸住宅のＰＦＩ事業を事例に取り上げる。民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下｢ＰＦＩ法｣という。）の特別な措置(メ

リット)をうまく使うことで、自治体負担をできるだけ軽減する工夫がされている。なお、この事

業に関して掲載している資料は、筆者が作成した。 

(1)事業概要 
公営住宅建替事業の凍結により遊休化した公有地に、民間事業者が子育て世帯向けの地域優良

賃貸住宅を整備し、約 30 年間の維持管理・運営を行うと共に、子育て支援の民間施設(学童保育

施設、カフェ)の誘致を一体的に実施している。事業スキームは、ＰＦＩ(ＢＴＯ)方式とし、施設

整備に係るサービス対価のうち、施設整備に係る国からの交付金に相当する金額は整備後に一括

で支払い、それ以外の施設整備に係るサービス対価と維持管理・運営に係るサービス対価は事業

期間中に平準化して支払う。また、サービス対価(整備費、維持管理・運営費)の財源は、住宅の

家賃と民間施設の借地料等で賄い、事業期間中の自治体負担がゼロとなる事業スキームとなって

いる。また、事業期間中に２回発生する大規模修繕費用についても、基金を創設して事業の収益

で賄う計画となっている。(表 4-1-1)、(表 4-1-2)、(図 4-1-1) 

(2)事業の持続性を保つための工夫 
鹿屋市の公営住宅整備事業は、財政難を理由に事業の延伸や凍結が繰り返され、計画通りに事

業を進めることができなかった。その経験からＰＦＩ法の下で事業を実施することにより、従来

の公共事業では難しいとされる以下の事を効率的に実施している。 

 長期的な契約により、財政負担の軽減と平準化、事業の計画性や持続性の向上 

 性能発注による事業の効率化や公共サービスの質の向上 

 行政財産の貸付(公有財産の有効活用） 

 民間投資の誘発 

 官民のパートナーシップの構築 

また、公営住宅制度よりも柔軟な制度である地域優良賃貸住宅制度を利用することにより、市

場で供給量の少ない子育て世帯をターゲットにしたファミリー世帯向けの住宅を供給し、地域の

活性化を図っている。 

表 4-1-1︓事業概要 

事 業 名 
（ 施 設 名 ） 

桜ヶ丘子育て支援住宅整備ＰＦＩ事業 
（ハグ・テラス） 

事 業 場 所 鹿児島県鹿屋市西原 4丁目 

事 業 期 間 2016年９月 26日～2048年 3月 31日(30年間) 

事 業 費 約 11億円 
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14 プロジェクトファイナンス、オブジェクトファイナンス、証券化、PPP/PFI等の金融プロダクトを包括的に示したもので、仕組み金融とも言われる。 

コ ン ソ ー シ ア ム 代表企業︓市内企業、構成企業︓３社(市内企業２、県内企業１） 
協力企業︓33社(市内企業 32、県内企業 1) 

事 業 概 要 (1)地域優良賃貸住宅の整備に係る業務 
(2)地域優良賃貸住宅の維持管理及び運営に係る業務 
(3)敷地内の民間収益施設の誘致及び運営に係る業務 

事 業 方 式 ＰＦＩ（ＢＴＯ） 

選 定 方 法 公募型プロポーザル 

施

設

概

要 

施 設 地域優良賃貸住宅(PFI) 民間収益施設（定期借地） 

敷 地 面 積 4，677.24㎡ 940.37㎡ 

延 べ 面 積 3，464.24㎡ 482.63㎡ 

構 造 鉄筋コンクリート造７階建 木造平屋建 

概 要 

(1)住棟 
戸数 １棟 40戸 
住戸タイプ 
①2LDK(1階専用駐車場付) 
4戸(78.3㎡) 
②３LDK(角部屋タイプ) 
12戸(75.0㎡) 
③３LDK(中部屋タイプ) 
24戸(75.0㎡) 

(2)付帯施設 
コミュニティルーム、コインランドリー、プレイロッ
ト、東屋、アプローチ広場、駐車場、駐輪場 

(1)民間学童保育施設 
(アフタースクール) 
329.13㎡ 

(2)ママカフェ 
(地域交流拠点) 
153.50㎡ 

 

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
ド
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス 14 

 

------------------------
I 

1 

i円三巳曰iI ＇ I コンソーシアム 1 

-----------------------』



29 

 

 

  

表 4-1-2︓長期収支計画書 

図 4-1-1︓配置図 

平成29年度平成30年且 平成31年度 平成32年g 乎双33年~¥57年度 平成58年叶1平成59年良 事羹斯間合計
裏妥 年 度

I l l 28 I ゜ ＇ 
2 3 4 29 30 

①市の収入見込顔合計 302,495,6701 27,989.890 27.989.890 27.989.8901 27.989.s9oJ).m.890 25.444.8901 25,444.890 1.086.e42.3）0 

交付金（整債費） 302.486,000 II I 302.486.000 

交付合（家賃低廣化） I 2⑳ 0.000 2.300.000 2.300.000 2.3oc{ ~ 

家賃(51.750円x40戸X12ヶ月 x約92ヽ） 22.662.360 22.662.360 22.662.3601 22.662.¥ ¥ 22.662.360 22.662.360 22.662,360 619.810.800 

共益費 ・駐翠場代(2000円 •3.000円 x40戸 x 約92\) I 2.,a9.soo 2,189,600 2,189.600 2,189.60¥ ¥2.189.600 2.189.600 2.189,600 65.688.000 

太贔光売霞料予想 1 245.ooo 245,000 m.oool 245.ooo J J I I 4.900.000 

固定賣崖税（テナント）概算 240.000 192.000 1 ao.0001 168.00/ / 48.000 48,000 48,000 3.103.200 

損 テナント駐翠場料金 7,640 90,110 90,110 90.110 l 90.f I 90,I 10 90,110 90,I 10 2.710.9~0 
益
計 艮間借地料＋行政財産使用料 2,030 502,820 502.820 502.820 502しbl 502.8201 502.8201 502,820 15.086.630 
算

②市の支出合計(SPCQJ収入消費税税込み(!)) 27,989.8刻27,989.890127,989.~ ¥25,444.8901 25,4◄4,890 25,44090 ． 302,495,670 27,989.890 1.086.842.310 
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市のSPOへの支払い鯰騒（大規模修絹を除く） 302.486 000 24.811.088 24,811.0槌 24.811絨 8 24.811⑱ 81 }.811,088 24811,0881 24,811.171 1.046.818.723 

厖殴屋鯛費の一括支払い分（交付合相当U) 302.486 000 I ／／ 302.486.000 

サービス対伍A（厖設整偏費割鼠分） 16,243,124 16243.124 16.243.1241 16.243/ I 16.2位 124 16,243.124 16.24l.207 487.1.93.803 

サービス対t!B（終持管還・運営賣） 8,567,964 8,567.964 8.567.幻 | 8.m ¥¥I 8.,67.964 紐 7,9641 8.567,964 257.038.920 
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4.2 ロサンゼルス市のミックスト・インカム住宅の開発手法 

参考文献 3)～5)から、アメリカの低中所得者向け住宅政策とロサンゼルス市ミックスト・イン

カム住宅開発の概要を説明する。渡邊(2015)は、日本において、公営住宅、ＵＲ賃貸住宅、ＮＰ

Ｏによる住宅を見る限り、アフォーダブル住宅の単独開発は、事業採算性等によりアメリカと同

様に困難であると思われるから、ミックスト・インカム住宅のような手法は、居住環境のよいア

フォーダブル住宅を少しずつ増やしていくことができ、日本へ導入する意義がある 3)と述べてい

る。 

(1)アメリカの低中所得者向け住宅政策 
アメリカでは、1930年代から 1970年代までの公共住宅建設を中心とする直接的関与から、1970

年代のニクソン政権以降の民間資金の活用を促す間接的関与へと連邦政府の役割が変化してきて

おり、民間資金の活用を促すインセンティブが数多く実施されている。州や地方自治体において

も、税制面での優遇、容積率の緩和、行政手続きの簡素化・迅速化などあらゆる分野のインセン

ティブを組み合わせ、地域のニーズに効果的に対応できるよう、工夫をこらしたプログラムが数

多く実施されている。1) 

ただし、現状は依然セクション８15によるバウチャー(家賃補助)が主流となっているようであ

る。アメリカで、直接的供給に代わってバウチャーが導入された背景には、民間賃貸住宅市場が

成熟し、住宅問題が質の問題ではなくなったという点があげられる。バウチャー導入当初には、

家賃補助を支給することが市場家賃の上昇をもたらすのではないかという懸念もあったが、大き

な影響はなかった。現状では、財政的制約から受給資格を満たしていてもすぐには受けられない

状態にあり、バウチャー受給者は有資格者の2割程度となっている。そのためアフォーダビリティ

問題を軽減させるためには、実際にアフォーダブル住宅を増やしていく必要があり、家賃補助で

はないかたちでアフォーダブル住宅を供給する仕組みが求められている状況である。3)本研究で

は、渡邉(2015)の研究成果から、アメリカの中でも移民の割合が深刻で、アフォーダブル住宅不

足問題を抱えているロサンゼルス市の民間営利開発者によるミックスト・インカム住宅の開発手

法を参考にした。 

(2)ロサンゼルス市のミックスト・インカム住宅の開発手法 
ロサンゼルス市では、アフォーダブル住戸供給手法としてミックスト・インカム住宅開発に取

り組んでおり、民間営利開発業者が主体となっている開発が多い。しかし、民間営利開発業者に

とってアフォーダブル住宅開発は、補助金なしでは採算の確保が難しく、事業として成立しにく

い。そのため民間営利開発業者によるミックスト・インカム住宅の開発を促進させるために、以

下のインセンティブ(優遇政策)がある。 

                             
15 連邦政府の住宅都市開発省が実施する家賃補助により入居者を支援する制度 
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①アフォーダブル住宅インセンティブ・プログラム 
規定の住戸数に対し 25%(鉄道の駅や主要なバス停に隣接する場合は 35%)の住戸密度 16の割り

増し(以下｢密度ボーナス｣という。)を認めるものである。渡邊(2015)は、このインセンティブが

民間営利開発業者に経済的メリットを与えながら、住戸配置の効率化を促し、高層化を抑制して

周辺環境に配慮した建設計画に誘導しているように見える。そしてミックスト・インカム住宅の

開発は、アフォーダブル住宅不足、低所得者層の集中防止、周辺環境への影響等の複数の課題を

解決する可能性を持っている 3)と述べている。 

 

  

                             
16 日本にはない考え方で、単位敷地面積に対する住戸の数を表す。一般的には１エーカー（acre）当たり住戸数の上限が決められており、単
位住戸当たりの最小敷地面積で示されることもある 
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ミックスト・インカム住宅の建築計画（参考文献 3）Ｐ149～165 から引用） 

表１によると、1994 年以前と 2005 年以降では、いずれも密度ボーナスが適用されているが、階数や平面型、界壁が大きく変化して
いる。 

a)1994年以前（インセンティブ・プログラム制定前） 
・中高層化 
・平面は板状型 

b)2005年以降（インセンティブ・プログラム制定後） 
・住戸密度は割増されるが、容積率の割増がない場合、階数が増えることによる共用部面積の増加の影響を考慮すると、高層化のメリッ
トはなく、床面積の効率化が重視され建物が中低層化した 
・基準階の住戸数を最大化することによって、できるだけ階数を抑えている 
・基準階の住戸数を最大化するために単純な中廊下型からＬ字やコ字に折れ曲がった中廊下型、さらに回廊状の中廊下型に変化 
・基準階に多くの住戸を配置するために凸凹型界壁を利用して住戸配置の効率性を高めた 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MN6:Hikari MN5:The Met Lofts MN3:The Met MN8:Belmont Station Station 

表 1 民 間営利開 発 業 者によるミックスト ・インカム住宅

注

戸 全体
轟準隋 計國
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表 は筆者によ り作成、 All:アフォーダブル住宅、 PH:ベン トハ ウス、 「表ならびに図の出 瓜J参照。

表2 住棟平面の類型化
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②低家賃を実現する民間資金調達メカニズム 
開発に係る主なファンド 17は LIHTC、免税債、CRAローンである。(表 4-2) 

特に低所得者用住宅税額控除(LIHTC)の役割が大きくなっている。岡田(2015)は、LIHTCに代表

される優遇措置は、アメリカの市場システムのなかで競争的に配分され、営利を求める民間資金

を引き出し、それが低所得者向け住宅の開発という非営利部門へ流されているという巧妙なシス

テムということができるであろう 4)と述べている。 

表 4-2︓開発に係る主なファンド 

ロ ー ン の 分 類 内 容 適 用 条 件 

低所得者用住宅税
額控除（LIHTC） 
※LIHTC の仕組み 
(図 4-2) 

要件を満たす賃貸住宅の所有者や出資者に対して10年
間、連邦税から投資減税(Tax Credit)を行うもので、
9%LIHTCと4%LIHTCがある。9%LIHTCは、競争により
割り当てられる。 
この制度の特徴は、税額控除の権利を投資家に移転でき

ることであり、この制度を利用する多くの開発事業者は、税額
控除の権利を投資家に移転することによって投資家から資金
提供を受け、建設費用を賄う。税額控除は通常、投資家の
税を軽減するが、この税額控除は課税額を上回る場合にも
税の払い戻しを受けることができるため、投資家にも大きなメリ
ットとなる。低所得者向け住宅の開発・運営からは投資家に
投資利益を分配することは難しいが、LIHTCは投資利益に
代わる税額控除の配分を通じて一般の投資家から広く資金
を集めることができるため、低所得者向けのアフォーダブル住宅
の供給を促進するプログラムとして期待されている。 

①戸数の内、少なくとも20%AMI18

の50%以下の世帯に、あるいは
40%をAMIの60%以下の世帯に
提供する 
②光熱費を含む家賃を①の世帯の
所得制限の30%以内にする 
③一定の住居の質を保つ 
④最低15年間はアフォーダビリティを
維持する 

免税債 通常より低利率のファンドであり、民間開発業者は民間投
資者に債権を販売し、購入した投資家は税額控除を受けら
れる。さらに免税債を割り当てられた建物は申請すれば無条
件で4%LIHTCを受けられる。 

①全戸数の内、少なくとも10%を
AMIの50%以下の世帯に提供する 
②家賃は市場調査によって明らかに
された市場価格住戸の家賃の90%
未満とする 
③一定の住居の質を保つ 

CRA ローン ロサンゼルス市によって設立された公的機関であるロサンゼ
ル ス 市 コ ミ ュ ニ テ ィ 再 開 発 公 社(Community 
Redevelopment Agency of the City of Los 
Angeles:以下CRA)が行う融資 

①開発計画内の15%以上を低所
得者または中所得者向住戸とする 
②光熱費を含む家賃は、低所得世
帯では、AMIの60%の所得の30%
以内。中所得世帯では、AMIの
110%の所得の30%以内 
③一定の住居の質を保つ 

                             
17 本論文では、プロジェクトの開発資金を意味する 
18 住戸により家族人数で調整された地域所得中位置(Area Median Income) 

参考文献 3)渡邊(2015)P111~130 を基に筆者作成 
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③ミックスト・インカム住宅開発の長所と短所 
渡邊(2015)は、ミックスト・インカム住宅開発は、一般的に民間営利開発業者による開発が多

く、民間力を使って確実にアフォーダブル住戸を増やすことができるが、開発手法によっては問

題点も見られる 3)と述べている。以下に渡邊(2015)の研究成果で明らかになったミックスト・イ

ンカム住宅開発の長所と短所を列記した。 

（長所） 

 公営住宅のような貧困の集中がなく、安全で良質な居住環境を低所得者に提供できる。 

 公営住宅の開発により偏っていた人種・所得の構成がミックスト・インカム住宅開発による

混合で偏りが軽減された。 

 市場価格住宅による開発事業の継続が困難になった時、ミックスト・インカム住宅開発に転

換し、それによる補助金によって開発事業の継続が可能となった。 

 現地調査では、外観は市場価格住宅と変わらず、付帯施設や管理も充実しており、建物評価

額も市場価格住宅より高くなる傾向が見られた。 

（短所） 

 公営住宅をミックス・インカム住宅に建て替える場合は、従前の公営住宅戸数が削減される

ことがあり、アフォーダブル住戸数が減少する。そのため、従前の公営住宅入居者が行き場

を失うケースがあり、アフォーダブル住戸数の維持・確保という点において、公共住宅をミ

ックスト・インカム住宅へ建て替える開発は、アフォーダブル住戸供給手法としては問題が

ある場合がある。 

  

 

融資機関 

デベロッパー 

融資 返済 

家賃 

税額控除 

資金（出資） 

資金（出資） 

税額控除 

資
金
（
出
資
） 

税
額
控
除 

(資料)Danter Company ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの図を基に筆者作成 http://.danter.com/taxcredit/lihtccht.htm 

図 4-2︓LIHTC の仕組み 
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4.3 民間企業による公的賃貸住宅の一括取得 

勤労者向けの住宅として独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構（以下「機構」という。）に

より整備・運営がなされてきた｢雇用促進住宅｣を民間企業が一括取得し、ストックを改修してア

フォーダブル住宅を提供している。この事業を展開し、急成長している「ビレッジハウス」にヒ

アリングを行った。(ヒアリング実施日：2020年 11月 20日) 

(1)事業概要 
機構により整備・運営がなされてきた｢雇用促進住宅｣は、政府の方針（平成19年6月22日付閣議

決定「規制改革推進のための３か年計画」）に基づき、2021年までに譲渡・廃止を完了した。それ

を入札により一括取得したフォートレス・インベストメント・グループが「ビレッジハウス」へ

リブランド、リノベーションして、低価格の賃貸住宅を提供している。旧雇用促進住宅取得当時

に約36%(従前入居者含む)であった入居率は、3年後の2020年には約65%まで向上し、約3万戸の入

居者が増えたことになる。 

これまで主として公的サービスの対象であった低廉な価格帯の賃貸住宅事業に民間企業が新た

に進出したものであり、民間事業者の知見・ノウハウを活用し、幅広い層が入居可能な住宅が大

規模かつ広域に提供されることで地域の住宅アフォーダビリティに貢献している。 

(2)企業概要（2020年 10月１日現在） 
社 名：ビレッジハウス・マネジメント株式会社(2016年 12月設立) 

従業員数：1,038 名 

管理戸数：全国 47都道府県で、1,067物件、105,758戸 

拠 点：本社(東京都)、支社(北海道支社、東北支社、東京支社、東海支社、浜松営業所、関

西支社、中国支社、九州支社、住まい相談センター、契約事務センター) 

全国の ビレ ッジハウス

入層書の属性

経還者の場合

（年収250万円未満）

・ 鋭序祐古 ■―約

外国人の11合

頃

■ 外国人 •-.. 

寓訴者の割合

(65歳以上）

p 
... 

・ 潟輪S 1-r, 

プラジル 10.4%
9ィ虻ン2.7%

ベトナム2.3'14,

べ 1.3%

中国1.0%

ピレyジハウス・マネジメント閥の提供資料から箪者作成
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(3)低価格の賃貸住宅を実現する工夫 
ビレッジハウスは、家賃が低価格であるだけでなく入居に係る初期費用も低価格であり、サポ

ートも充実している。元々厚生労働省所管の事業として建設された大量の｢雇用促進住宅｣を一括

所得したことで取得費用は低く抑えているが、施設のほとんどが建設後 40 年から 50 年経過した

老朽化したストックであったため、リフォーム等にも相当なコストがかかる。このリフォーム費

用は、すべてを同じレベルに改修するのではなく、改修の程度でグレード分けをして、相応の家

賃を設定している。また、エレベーターがない物件がほとんどであるため、新たにエレベーター

を設置するのではなく、利便性に応じて階数別の家賃を設定している。このコストコントロール

により過度な投資を抑制している。さらに、自社店舗を持たずに入居相談は自社のコールセンタ

ーで一元管理し、入居手続きはすべてオンライン手続きで完結するなど、効率化が図られている。 
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ピレッジ）＼ウス・マネジメン峨のJ足供員 '.. 至君作成
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(4)多様なニーズへの柔軟でスピーディーな対応 
入居者のニーズに合わせて、多様な間取りや改修グレード、家賃から住戸を選択することがで

きる。また、入居の手続きが簡単で、すべてオンラインで手続きをすることができる。多言語対

応（英語、中国語、ポルトガル語）や外国人に人気の忍者キャラクターを用いた生活ルール・マ

ナー啓発動画の作成等、公的サービスでは対応が遅れていることにもスピーディーに対応してい

る。最近のコロナ禍の状況においても、すでに手続きのオンライン化には対応していたため、新

規入居の問い合わせは、コロナウイルスの影響で法人需要は落ち込んでいるが、ポータルサイト

からの問い合わせは繁忙期から下がることなく、順調であるということであった。今後休業要請

等が長引けば、低価格住宅への転居ニーズが増えることも想定される。 

(5)デジタル化への対応 
コロナ禍以前からリモートで部屋探しに対応できる体制を構築していたが、さらにアフターコ

ロナを見据えたＩＴ活用による管理業務の効率化と非対面化に取り組んでいる。現場担当者全員

にスマートフォンを支給し、手書き作業を廃止したデジタル対応により入力し直し等の業務を削

減している。 

また、自社店舗は持たずに入居相談は自社のコールセンターで一元管理し、全国 116 箇所ある

管理拠点にいる 530 人の管理人全員にフォートレスの母体であるソフトバンクの協力を得てスマ

ートフォンを支給した。アプリのラインワークスを使って、内見代行や巡回レポートの作成を行

えるようにした。管理人は、平均年齢 66歳でスマートフォンに触れたことのない高齢者が多数で、

複数回の研修を実施してスマートフォンの使い方を覚えたという。他にもマッチングアプリを使

い、隙間時間を利用したい主婦などのクラウドワーカーに物件の定期清掃を依頼しているという。

将来は、マッチングアプリへの登録などの仕組みを作り、入居者に清掃を任せることができれば、

管理者と入居者双方にメリットがあると先を見る。 

 (6)充実したマネジメント体制 
ビジネスマネジメント本部を設置して「コストコントロール」、「クオリティコントロール」、「ベ

ンダーコントロール」、「コンプライアンス遵守」の活動展開や、共通 CRM システムによるタイム

リーな情報共有及び複数部署を跨ぐ業務フローの一元管理を実施している。 

ビジネスマネジメント(BM)本部のミッション 
コストコントロール ・BM コストを一元管理し、多面的な視点でコスト分析を行うことにより、コスト削減・適正化を実

現する 
・ステークホルダーに対して簡潔かつ論理的な報告を迅速に行う 

クオリティコントロール ・工事品質基準の策定・適用によって、VHM全体の工事品質を担保する 
・工事契約書類の締結や進捗状況のモニタリング等の施策を講じることにより、調達先と事前に
合意した工事品質を担保する 

ベンダーコントロール ・定期的に調達先の評価・見直しを行うことで、調達先と適正な緊張関係を構築する 
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・短期目線に偏らず中長期的な視点に立ち、調達先と健全かつ強力的で持続的な関係を構
築する 

コンプライアンス遵守 ・法令を遵守し、法令違反は速やかに検知・是正できる体制を構築する 
・ステークホルダーに対して適切な情報開示・報告を行うことで、社会への説明責任を果たす 

ビレッジハウス・マネジメント㈱の提供資料より筆者作成 

(7)公共との連携 
①住宅セーフティネット制度への取り組み 

住宅セーフティネット制度のフロントランナーとして、30都道府県でセーフティネット住宅の

登録を開始しており、全登録数の約58%を占めている。この制度に住宅確保要配慮者の｢専用住宅｣

として登録することで、家賃補助や改修費用を国が補助する等の優遇が受けられるが、補助は利

用しない方針だという。それは、国が住宅確保要配慮者として限定した方々しか受け入れられな

くなり、ニーズに幅広く対応することができなくなるからだという。現に、この制度の登録数は

目標の15%程度で賃貸オーナーには不評な制度である。このヒアリングからも国が対象者を限定し

て物件まで特定する政策は、時代に合わなくなっていることが確認された。 

②市営住宅建替え時の仮移転先として活用（大阪府堺市） 
市営住宅の建替事業に伴い、長年居住している多くの高齢者の仮移転先の確保と地域コミュニ

ティの維持が課題であった。堺市と連携して内覧会や説明会を実施し、約 100 世帯をビレッジハ

ウス草部に受け入れた。 

出典︓ビレッジハウス・マネジメント㈱提供資料 

住宅セーフティネット制度への取り組み

住宅セーフティネット制度のフロントランナーとして、これまでに3暉鴻府県でセーフティネット住宅の登
録を開始しています。現在も各都道府県様と登録に向けた協議を順次進めています。

登録戸敷の艦移

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5:11』11111111

彗道磨県潤費録戸敷

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

大翫

編調 一 l.690

20,755 神,Q/11―l,506
宮械 ＿ L] m• 
兵岸 ＿ 1、四
栃＊ 一 897
山ロ ー 870
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③西日本豪雨の被災者受け入れ先として活用（岡山県倉敷市） 
2018年７月の西日本豪雨により岡山県倉敷市真備町は甚大な被害を受けた。ビレッジハウス真

備第二は、「みなし仮設住宅」として被災者の受け入れを行い地域に貢献した。 

④企業誘致に伴う外国人技能実習生の住居として活用（岩手県遠野市） 
遠野市は、企業誘致に注力していたが、慢性的な賃貸住宅不足により、労働者が近隣市町村へ

居住し、定住が図られなかった。市営住宅の活用も考えたが、所得制限等の入居制限が厳しいた

め、ニーズとマッチせずに断念していた。遠野市の就職説明会でビレッジハウスを紹介していた

だくなど、市との連携により電子メーカーの工場で働くベトナム籍の技能実習生の住居として利

用した。 

その他、企業の社宅としての利用(複数戸まとめ借り)や、外国人技能実習生の住居としての活

用などの実績多数。 

4.4 小括 

事例調査を通じて、第 6 章以降のシミュレーションに以下のことを参考にし、条件を設定する

ことにした。 

(1)4.1の事例から 
 公有地を活用することで、家賃を安く設定できる。つまり、アフォーダビリティを向上さ

せる。 

 事業を組み合わせることにより、公共負担を軽減する。 

(2)4.2の事例から 
 アフォーダブル住宅の単独開発は、事業採算性等困難であるため、市場価格住宅にアフォ

ーダブル住宅を混在させて、独立採算性を高める。 

 インセンティブにより民間投資を促進させる。 

 インセンティブは、日本の地方公共団体の権限で実現可能なものとする。 

(3)4.3の事例から 
 民のメカニズムから、効率的なコストコントロールやマネジメント機能が発揮されている

ことが確認できた。また、大量のストックを一括して取得することで、多様なニーズにス

ピーディーに対応している。 

 柔軟で持続的な事業を展開するため、長期的な視点から事業の柔軟性や施策対象者を限定

する補助制度は活用しない。補助金なしで成立する事業が前提(シミュレーションでは、国

からの補助金はないと想定する。) 
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第 5章 仮説と研究方法 

本章では、前章までの調査を踏まえ、公共サービスのソフト化を実現するためのアフォーダブ

ル住宅の供給手法の可能性を確認するため、仮説と研究方法を整理した。 

5.1 仮説の設定 
以下の通り、仮説を設定した。 

(1) 民間事業者へのインセンティブ（公有地の提供や税制優遇）による間接的関与で、低廉で良

質な賃貸住宅を提供できるのではないか。 

(2) 公営住宅の戦略的な撤退が、公共施設の総量削減と賃貸住宅市場の成熟に寄与するのではな

いか 

5.2 研究方法 
アフォーダブル住宅供給の事業スキームについては、広い意味でのＰＰＰを検討することが必

要である。ＰＰＰには完全な民営化からコンセッション、ＰＦＩ、業務委託等の多様な形態があ

るが、その選択においては適切なリスク分担と相応の支払い構造の決定に基づいて合理的に行う

必要がある。そして、その検討においては地域や事業規模等の特性を考慮して、支払いに対して

のサービス価値であるＶＦＭ(Value For Money)と共に、事業としての採算性を明らかにするた

めの定量的評価が必要である。 

本研究では、様々なＰＰＰプロジェクトの選択肢の中から、前章までの調査を踏まえた複数の

事業方式について、「ＶＦＭ簡易算定モデル｣（平成 29年 12月国土交通省作成）を使い、事業の

定量的評価を行う。 

具体的には、公有地の住宅団地開発をモデルケースに設定し、直接的関与としての公共が直接

アフォーダブル住宅を供給する方式と、間接的関与としてのＰＰＰプロジェクト(1)ＰＦＩ(ＢＴ

Ｏ、ＢＯＴ)、(2)独立採算（家賃補助）、(3)独立採算(減税)との定量的比較を行う。また、独立

採算方式の場合は、すべてを低家賃のアフォーダブル住宅にすると民間事業として成立しないた

め、ロサンゼルス市のミックスト・インカム住宅開発に倣い、団地内のアフォーダブル住宅の割

合とインセンティブの影響を試算して事業化の可能性を検証する。 

5.3 公民連携(PPP/PFI)事業の整理 
「ＶＦＭ簡易算定モデル｣（平成 29 年 12 月国土交通省作成）による評価を実施するにあたり、

本研究で想定するＰＰＰプロジェクトの事業形式を整理する。 

従来、国や地方自治体等が自ら行ってきた社会資本の整備や公共サービスの提供について、民

間の資金やノウハウを提供して行う公民連携の様々な手法の総称をＰＰＰ(Public Private 

Partnerships)という。その中で民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

(以下、｢ＰＦＩ法｣という。平成 13 年 12 月施行)で規定された手法をＰＦＩ(Private Finance 
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Initiative)という。 

(1)ＰＦＩ 
ＰＦＩ法に基づき、民間事業者が資金を調達して施設整備、管理運営を一体的に行う事業方式

である。公的資産を有効活用するＰＦＩ事業では、公共施設整備の付帯事業として民間事業者が

行政財産を借り受けて収益施設を整備することも可能となる。 

ＰＦＩの事業類型には、事業費の回収方法により、公共が民間事業者にサービス対価（整備費、

管理運営費相当額）を支払う「サービス購入型」、民間事業者が施設の利用料（事業収益）のみで

運営する「独立採算型」、公共からのサービス対価と住民等の施設利用料や収益事業等で運営する

「混合型」に分類される。また、施設の所有形態により、施設整備後に所有権を公共に移転する B

ＢＴＯ方式（Build Transfer Operate）と、事業終了時に所有権を公共に移転するＢＯＴ方式

(Build Operate Transfer)などに分類される。 

＜ＰＦＩの分類＞ 

Ａ：ＰＦＩの事業類型（事業費の回収方法による分類） 

①サービス購入型 
民間事業者（ＳＰＣ）が資金調達し、施設の設計・建設・維持管理・運営等を行い、利用者に公

共サービスを提供する。公用側は事業の発注者、サービス購入者となり、その対価としてサービ

ス購入料（建設費、維持管理、運営費等）を一括または事業期間に平準化して民間事業者に支払

う。民間事業者は公共からの支払いにより事業コストを全額回収する。 

②独立採算型 
民間事業者（ＳＰＣ）が資金を調達し、施設の設計・建設・維持管理・運営を行い、利用者から

利用料金を徴収することにより事業コストを全額回収する。公共側は、サービス水準を定めるな

どの役割を担い、直接の財政負担は基本的には行わない。 

①サービス購入型 

市民 
（利用者） 公共 

民間事業者 
（ＳＰＣ） 

サービス購入料 サービス提供 

②独立採算型 

市民 
（利用者） 公共 

民間事業者 
（ＳＰＣ） 

事業許可等 サービス提供 

利用料金支払 

□□ ------—→ ► 

口ロー ► 
+-------



4
2
 

 ③
混
合
型

 
民
間
事
業

者
（
Ｓ

Ｐ
Ｃ

）
が
資

金
を
調

達
し
、
施
設
の
設
計
・
建
設
・
維
持
管
理
・
運
営
等
を
行
い
、
利
用
者
に

公
共
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
。
民
間
事
業
者
は

、
公
共
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
購
入
料
と
利
用
者
か
ら
の
利
用
料
金
の

支
払
い
の
両
方

か
ら
事
業
コ
ス
ト
を
全
額
回
収
す
る
。
 

④
公
共
施
設
等
運
営
権

(コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン

)方
式

 
利
用
料
金
の

徴
収
を
行
う
公
共
施
設
等
に
つ

い
て
、
公
共
側
が
施
設
の
所
有
権
を
保
有
し
た
ま
ま
、
民
間
事
業

者
が
運
営
権
を

取
得
し
、
施
設
の
維
持
管
理
・
運
営
を
行
う
事
業
方
式
。
 

Ｂ
：
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の

事
業

方
式
(施

設
所

有
形

態
に

よ
る
分
類
) 

①
Ｂ
Ｔ
Ｏ
方
式

[Build Transfer Operate(建
設
・
移
転
・
運
営

)] 
民
間
事
業
者
が
施
設
を
設
計
・
建
設
（
B
u
il
d
）
し
、
施
工
後
に
公
共
側
に
施
設
の
所
有
権
を
移
転
(
Tr
a
n
sf
e
r)

し
た
上
で
、
民

間
事
業
者
が
施
設
を
維
持
管
理
・
運
営
(
Ope

r
a
t
e
)し

、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
方
式
 

 
 

③
混
合
型

(ジ
ョイン

トベ
ン
チ
ャー
型

) 

市
民

 
（
利
用
者
）

 
公
共

 
民
間
事
業
者

 
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）

 

サ
ー
ビス
購
入
料

 
サ
ー
ビス
提
供

 

利
用
料
金
支
払

 

④
公
共
施
設
等
運
営
権
（
コン
セ
ッシ
ョン
）
方
式

 

市
民

 
（
利
用
者
）

 
公
共

 
民
間
事
業
者

 
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）

 

運
営
権
設
定

 
サ
ー
ビス
提
供

 

利
用
料
金
支
払

 
運
営
権
対
価
支
払

 

①
Ｂ
Ｔ
Ｏ
方
式

 

民
間

 
公
共

 
公
共

 

設
計
・建
設
時

 

所
有
権
移
転

 

維
持
管
理
・運
営
時

 
事
業
終
了
後

 

ー

-

>

 

＿

マ
ー

▼
 

▲’’’’’’’’ 

口
'
’
’
’
’
’
↓

▼
 

▲’’’’’’’’ 



43 

 

②ＢＯＴ方式[Build Operate Transfer（建設・運営・移転）] 
民間事業者が施設を設計・建設(Build)し、施設を所有したまま維持管理・運営(Operate)を行

い、事業終了後に施設の所有権を公共側に移転(Transfer)する事業方式 

③ＢＯＯ方式[Build Own Operate(建設・保有・運営)] 
民間事業者が施設を設計・建設(Build)し、これを所有(Own)したまま維持管理・運営(Operate)

を行い、事業終了時に民間事業者が対象施設を解体・撤去または継続使用する事業方式 

④ＢＴ方式[Build Transfer(建設・移転)] 
民間事業者が施設を設計・建設(Build)し、建設後に施設の所有権を公共側に移転(Transfer)す

る事業方式 

以上の公共と民間の関与、施設の所有形態の関係を表にまとめると、以下の通りになる。 

 

業務等 

 

事業方式 

資金調達 
（建設費等） 

業務の実施主体 施設の所有権 

設計・建設 
維持管理 
運営 

建設時 運営時 
事業 
終了後 

公共直接 公共 公共 公共 公共 公共 公共 

コンセッション 民間(運営費) ― 民間    

ＢＴ 民間 民間 公共 民間 公共 公共 

ＢＴＯ 民間 民間 民間 民間 公共 公共 

ＢＯＴ 民間 民間 民間 民間 民間 公共 

ＢＯＯ 民間 民間 民間 民間 民間 民間 

(2)独立採算≒民営化(ソフト化) 
独立採算とは、公共からのサービス対価の支払いを受けずに、事業収入で事業のコストを賄う

方式であるから、事業地を公有地に設定して土地を無償提供した場合には、民営化とほぼ同義で

あると言える。よって、本研究の独立採算の事業評価については、ＰＦＩ－独立採算で試算を行

う。  

①ＢＯＴ方式 

民間 民間 公共 

設計・建設時 

所有権移転 

維持管理・運営時 事業終了後 

|〉 一

＼ 
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第 6章 ケーススタディの設定 

6.1 活用する公有地の設定 
シミュレーションにおいて、活用する公有地は、第 4章 4.1の PFI事業が実施された鹿児島県

鹿屋市の中心地に位置する団地を想定した。ただし、事業期間中の土地は無償提供するものとす

る。団地の概要は以下のとおりである。鹿屋市は、人口約 10万人の地方の小規模自治体で、人

口減少と少子高齢化が進んでいる。国立社会保障・人口問題研究所の推計に準拠した場合、2050

年には８万人程度まで人口が減少する予測となっている。 

(1) 所 在 地：鹿児島県鹿屋市西原４丁目 

(2) 敷 地 面 積：約 13,000㎡ 

(3) 施 設 規 模：延べ面積約 11,000㎡、共同住宅 3棟 120戸 

(4) 地域・地区等：第１種住居地域(建蔽率 60%、容積率 200%)、DID地区 

 

6.2 シナリオの設定 
(1)民間投資促進シナリオ 

鹿屋市は、現在公営住宅を約 2,000戸管理しており、建設後 30年以上経過し、建替や長寿命化

工事等の対策が必要なストックが 50%以上を占めているが、財政難により対策が遅れている。 

一方、将来の人口減少による公営住宅需要の減少や、民間賃貸住宅空き家の増加を見据え、公

営住宅ストックを徐々に減らしていく必要もある。また、現行の公営住宅制度によるアフォーダ

鹿児島県鹿屋市桜ケ丘団地 

⇒ 
999 999 9 9909 

／
心
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ブル住宅の供給では、施策対象が限定的でニーズに柔軟に対応できないことから、公営住宅スト

ックを増やさずに柔軟な住宅セーフティネットの再構築を目指す必要がある。 

そこで、建設後 50 年以上経過し、更新時期を迎えた老朽化した簡易耐火構造（耐用年数 30年）

の公営住宅を再び公営住宅として建て替えるのではなく、その公有地に民間資金を活用して、ア

フォーダブル住宅と市場価格住宅が混在したミックスト・インカム住宅を供給する。供給する住

宅は、市場での供給量が少ない約 75 ㎡／戸のファミリータイプの住戸とし、優先入居者は、子育

て期の若年世帯とする。 

(2)シミュレーションの条件設定 
(1)のシナリオを実現するために、第 4章の政策を参考にして以下の条件で事業の可能性につい

てシミュレーションを行う。 

① 柔軟な住宅セーフティネット構築のために国の補助金は活用しない。 

② 事業の持続性を高めるために、市の財政負担を小さくしたい。 

③ インセンティブは、地方公共団体(市町村)の権限で実施可能な公有地の無償提供、家賃補助、

固定資産税と都市計画税の減税（以下「固定資産税等の減税という。」とする。 

④ アフォーダブル住宅の単独開発は難しいので、4.2ロサンゼルス市のミックスト・インカム住
宅の開発手法のように、市場価格住宅にアフォーダブル住宅を混在させる。 
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6.3 家賃の設定 
事業の収益となる家賃については、公営住宅の家賃算定方法を参考にした。家賃は、収入に応

じて決められる部分(支払い能力に応じたという意味での応能部分＝家賃算定基礎額）と、立地、

規模、経過年数などの物件の特性によって決められる部分(物件の特性から便益を享受できるとい

う意味での応益部分)から成り、近くの同じような物件の家賃である「近傍同種家賃」を上限とし

て決められる。公営住宅の家賃と近傍同種家賃の算定方法は以下の通り(図表 6-3(1))となってい

る。 

 

  

当該住宅の床面積
を65㎡で除した数
値

建設時からの経過
年数に応じた値

一般社団法人　日本住宅協会｢公営住宅の管理必携(令和元年度版)」より筆者作成　

利便性係数
(0.7~1.0)

住宅の利便性に応じ
て設定する値

利
回
り

×

＋　償却額＋修繕費＋管理事務費＋損害保険料＋空家等引当金＋公課　）×　１／１２

ー年平均減価額×経過年数

１㎡あたり固定資産税評価額

×戸当たり敷地面積

(市場家賃相当額）

(

建物部分の複成価格

＋

土地部分の複成価格

家賃算定
基礎額

収入区分ごとに定ま
る数値

立地係数
(0.7~1.6)

国土交通省が市町
村の地価の状況を
勘案して定める値

推定再建築費
戸当たり建設費×物価変動率

近傍同種家賃＝

公営住宅の家賃＝

× × × ×

規模係数 経過年数
係数

図表 6-3(1)︓公営住宅の家賃と近傍同種家賃の算定方法 
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(1)アフォーダブル住宅の家賃の設定 
アフォーダブル住宅の家賃は、公営住宅家賃の算定式から低所得者用住宅の家賃を公営住宅の

本来入居者とされる収入分位Ⅰ～Ⅳの家賃の平均値とし、34,400円と設定した。中所得者用住宅

の家賃を公営住宅の収入超過者とされる収入分位Ⅴ～Ⅷの家賃の平均値とし、59,700円とした。

収入に対する家賃負担率が15%～18%であり、手ごろな価格となっている。（図表6-3(2)） 

 

  

入居者世帯の収入（月額）
家賃算定

基礎額(円)
専用面
積(㎡)

立地
係数

規模
係数

経過年
数係数

利便性
係数

A B a b c=a/65 d e
Ⅷ 50-   % 259,000円＜A 18.0% 91,100 75 0.7 1.15 1 1.0 73,500
Ⅶ 40-50% 214,000円＜A≦259,000円 18.0% 79,000 75 0.7 1.15 1 1.0 63,800
Ⅵ 32.5-40% 186,000円＜A≦214,000円 17.5% 67,500 75 0.7 1.15 1 1.0 54,500 平均

Ⅴ 25-32.5% 158,000円＜A≦186,000円 17.0% 58,500 75 0.7 1.15 1 1.0 47,200 59,700
Ⅳ 20-25% 139,000円＜A≦158,000円 16.5% 51,200 75 0.7 1.15 1 1.0 41,300
Ⅲ 15-20% 123,000円＜A≦139,000円 16.0% 45,400 75 0.7 1.15 1 1.0 36,600
Ⅱ 10-15% 104,000円＜A≦123,000円 15.5% 39,700 75 0.7 1.15 1 1.0 32,000 平均

Ⅰ 0-10%                     A≦104,000円 15.0% 34,400 75 0.7 1.15 1 1.0 27,700 34,400

家賃

C=B×ｂ×ｃ×ｄ

収入分位
家賃

負担率

収
入
超
過
者
本
来
入
居
者

図表 6-3(2)︓アフォーダブル住宅の家賃 

i i ： 
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(2)市場価格住宅の家賃 
市場価格住宅の家賃は、近傍同種家賃の算定式から 83,800円に設定した。公有地を無償提供す

るという条件では、土地部分の複成価格がゼロになるので、本来 88,700 円の家賃を 83,800 円と

することができる。つまり、公有地を活用することによって、市場価格住宅の入居者に対しても

4,900円/月家賃を割り引くことが可能になり、地域の住宅アフォーダビリティを向上させること

ができる。また、家賃が下がると空き家リスクが下がるので、事業の持続性が高まることにも繋

がる。（図表 6-3(3)） 

  

75.0 ㎡/戸 年 年
a 1.0
b 0.8
c 0.2
d 0.012
e 0.0015
f 0.00011

α 16,490,000 円

α’ 16,490,000 円
β＝固定資産税評価額×戸当たり敷地面積 0

22,743 円/㎡× 50.55 ㎡/戸 1,149,659

101.1 円/戸÷ 200%
複成価格×利回り A 552,183 円

A' 16,490,000 円
B 188,457 円

3,298,000 円
C 197,880 円
D 24,735 円
E 2,069 円

共済委託契約額＝戸当たり床面積×標準単価
101.1 ㎡/戸× 186,000 円

F 20,890 円
G 79,152 円
H 88,700 円/月

土地無償提供 83,800 円/月

公課 G＝A’×0.6×1/2×（1.4/100＋0.2/100）+β×（1/6×1.4/100+1/3×0.2/100)

近傍同種の住宅の家賃 H＝（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G）/12

共済委託契約額 18,804,600 円

貸し倒れ及び空家引当金 F＝（A＋B＋C＋D＋E＋G）×2/100

修繕費 C＝α’×ｄ
管理事務費 D＝α’×e
損害保険料 E=共済委託契約額×ｆ

A＝A’×0.03＋β×0.05
建物の基礎価格（＝複成価格） A’＝α’－（α’×ｂ/②）×①

償却額 B＝（αー残存価額）/②
残存価額 残存価額＝α×ｃ

円

戸当たり敷地面積
戸当たり敷地面積＝戸当たり床面積÷容積率（法定容積率）

50.55 ㎡/戸

近傍同種の住宅の建設費
（建設に要した費用）

※本シミュレーションでは標準建設費

推定再建築費 α’＝α×a
土地部分の基礎価格（＝複成価格）
（固定資産税評価相当額）

β

規則第23条の規定に基づき国土交通大臣が定める率
規則第20条に規定する年平均減価額の算定に係る率
規則第22条に規定する残存価額の算定に係る率
令第３条第３項に規定する修繕費の率
令第３条第３項に規定する管理事務費の率
損害保険料の率

構 造 住 戸 専 用 面 積 建 設 時 か ら の 経 過 年 数 ① 耐 用 年 数 ②
耐 火 構 造 0 70

図表 6-3(3)︓市場価格住宅の家賃算定 

| | 

| | | 

| | | 



49 

 

6.4 条件の整理 
以上の条件を以下の通り整理した。（図表 6-4） 

 

  

備考

2,057,952 千円

建設費 1,978,800 千円

設計費 49,470 千円

監理費 29,682 千円

2,460,000 20,500 千円／年） 整備費の1%

大規模修繕費 102,800 51,400 千円／回） 整備費の５%期間中2回

10,000

288,000 9,000 千円／年）

4,918,752

20%

AH率100% AH率30% AH率20% ｱﾌｫｰﾀﾞﾌﾞﾙ住宅の割合

54,202千円/年 83,837千円/年 88,070千円/年 民間収入増加率10%
入居率80%→90%

10,000

5,000

0.90% 29.74%

23.20%

4.40%

3.50%

3.2%・9.7%

2.90% 4%（2%)

2.60% 1.6%（0.8%)

家賃等収入
AH率50%

75,370千円/年

地方法人税（国）

建中金利 不動産取得税

S
P
C

SPC設立費用 千円

SPC運営費用（年額） 千円

現在価値割引率 固定資産税・都市計画税

※１　公営住宅法に定める標準床面積は、建築基準法上の床面積と算定方法が異なる
・建築基準法上の床面積は、解放廊下やバルコニー部分などが面積に参入されない
・公営住宅法上の床面積は、解放廊下部分のすべて、及びバルコニー部分の一部が面積に参入される

金
利
条
件

地方債償還利率

税
率

実効税率 ※
財務省HP
県、市町村HPより

（　　）内はPFI事業の
特例措置

PFI事業費割賦比率

1.3%
基準金利

0.9%
上乗金利

0.4%

法人税（国）

都道府県事業税

法人住民税（県・市）

令和２年度における住
宅局所管事業に係る標
準建設費等について
（国土交通省事務次官
通知）による

内
訳

標準建設費：16,490千円/戸

確認申請、住宅性能評価含む

事
業
費
関
係

整備費 標準床面積※１：101.1㎡/戸

千円　　　　（

アドバイザリー費 千円

間接コスト

維持管理・運営費 千円　　　　（

千円　　　　（

事業費計 千円

民間縮減率

項目 内  容

事
業
概
要

敷地面積 約13,000㎡

施設規模
延べ面積：約11,000㎡
共同住宅３棟120戸（EV付）、附属施設、駐車場、公園等

地域地区等 第１種住居地域（建蔽率60%、容積率200%）

事業範囲 設計、建設、維持管理・運営業務

事業期間 設計、建設２年、維持管理・運営30年　計32年

図表 6-4︓前提条件 

！ 

, . .. . .. .. . . ..... . .. . . .. . 一 • • ..．．．． .. ． ．． ． ． ．． ． ．. ..．．． ． ．． ．．-•

！ 

I 



50 

 

6.5 事業スキームの設定 
事業スキームの設定では、従来の手法としての公共が直接住宅を供給する方式(以下、｢直接的

供給｣という。)に対して公共の関与の方法により、(2)の４つのＰＰＰスキーム(①ＰＦＩ－ＢＴ

Ｏ、②ＰＦＩ－ＢＯＴ、③独立採算－家賃補助、④独立採算－減税)を設定した。 

(1)直接的供給 
直接的供給では、公共が資金調達から設計、

建設、維持管理・運営をすべて行う。設計や

建設を工種毎に発注、入札、契約をするだけ

でなく、施設完成後に発生する修繕や管理業

務も毎年発注を繰り返す必要があり、公共側

の事務コストが大きい。 

(2)ＰＰＰスキーム 

 ＰＦＩ 独立採算 

①ＢＴＯ ②ＢＯＴ ③家賃補助 ④減税 

公共 の 関 与 
(ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ) 

公共がサービス対価
を支払う 

公共がサービス対価を
支払う 

(市場価格住宅家賃
とアフォーダブル住宅
家賃の差額を補助) 

(固定資産税等の 
減税) 

コスト回収の 

概 念 図 

    

内 容 
民間が施設を建設・運営し、民間は公共から
の収入によりコストを回収する。 

民間が施設を建設・運営し、コストは家賃収
入から回収する。 

ストラクチャード

ファイナンス 19 

  

                             
19 プロジェクトファイナンス、オブジェクトファイナンス、証券化、PPP/PFI等の金融プロダクトを包括的に示したもので、仕組み金融とも言われる。 

サービス対価 サービス対価 

民間収益 

（家賃収入等） 

家賃補助 

民間収益 

（家賃収入等） 

減税 

．．．．．．．．．．．．．維持管理・運営時（毎年度）

名’
＿サ
ー
ピ
ス
対
価

．
 

―

―

 

事
業
契
約

Bニ融資

督ll品層ll晋

-

インセンティプ

Bデニこ号ニ
麿ll醤 誓ll貴
B 
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6.6 アフォーダブル住宅の割合の影響 
アフォーダブル住宅の割合(以下、｢ＡＨ率｣という。)を変える(低減する)ことにより、アフォ

ーダブル住宅のみの開発であれば収益性が低いが、市場価格住宅の割合を増やして収益性の高い

ものと束ねることによる内部補助により、事業の総価値を高め大きな便益達成が期待できる。 

ＡＨ率が公共負担に与える影響について、ＡＨ率を 100%、50%、30%、20%の場合で算定し、第 7

章で比較を行う。(図表 6-6) 

 

  

図表 6-6︓開発イメージ 
AH率 AH寧100% AH率50% AH率30% AH率20%

（戸数割合） (60戸： 60戸： 0戸） (30戸： 30戸・ 60戸） (18戸 '18戸• 84戸） (12戸 '12戸 '96戸）

アフォーダプル住宅 市場価格住宅 市場儡格住宅 市湯価格住宅

イ
（中所褐者向）

メ

l 

ジ アフォーダブル住宅
アフォーダプル住宅

アフォーダプル住宅

（侶所褐者向） （但所褐者向） （中所褐者向） （但所渇者向） （中所得者向） （但所長者向） （中所褐者向）

| 、ム膏，， I I 』i・膏→ I I ，j,貫さ I I ‘;、青之 | 
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第 7章 ｢ＶＦＭ簡易算定モデル｣による定量的評価 

｢ＶＦＭ簡易算定モデル｣による定量的評価結果を 6.2 で設定した事業スキーム毎に分析した。 

7.1 ＰＦＩの評価結果 
ＰＳＣとＰＦＩ（ＢＴＯ、ＢＯＴ）をＡＨ率毎に評価した。（図表 7-1） 

(1) 財政負担額は、ＰＦＩ-ＬＣＣ≦ＰＳＣで、ＰＦＩにＶＦＭがある。 

(2) ＢＴＯとＢＯＴの比較では、ＡＨ率により以下の差異が発生したが、いずれも公租公課等に

よるＶＦＭの差である。利用者サービスの向上を図る付帯事業により需要増につながり、事

業者にとってＢＯＴの方が付帯事業を行いやすい場合には、公租公課や所有に伴うリスクを

超えてＢＯＴが有利になり得る。 

 50%＜ＡＨ率＜100%では、ＢＴＯの方がＢＯＴよりもＶＦＭが大きい。これは、民間が施設の

所有権を有することによる課税の面で、民間所有が不利に働いている。 

 ＡＨ率＜30%では、ＢＯＴの方がＢＴＯよりもＶＦＭが大きい。これは、市場価格住宅の割合

が増えるにつれて収益性が増加するため、それにかかる課税の影響である。 

 

  

図表 7-1︓PFI総括表 

千円 2,057,952   1,688,799   1,688,799   2,057,952   1,688,799   1,688,799   2,057,952   1,688,799   1,688,799   2,057,952   1,688,799   1,688,799   
千円 102,800      82,240        82,240        102,800      82,240        82,240        102,800      82,240        82,240        102,800      82,240        82,240        
千円 615,000      492,000      492,000      615,000      492,000      492,000      615,000      492,000      492,000      615,000      492,000      492,000      

千円／年 54,202        60,977        60,977        75,370        84,791        84,791        83,837        94,316        94,316        88,070        99,079        99,079        

千円 2,057,952   1,688,799   1,688,799   2,057,952   1,688,799   1,688,799   2,057,952   1,688,799   1,688,799   2,057,952   1,688,799   1,688,799   
千円 717,800      724,240      724,240      717,800      724,240      724,240      717,800      724,240      724,240      717,800      724,240      724,240      
千円

千円 231,572      383,609      392,090      231,572      383,609      392,090      231,572      383,609      392,090      231,572      383,609      392,090      
千円 288,000      20,000        20,000        288,000      20,000        20,000        288,000      20,000        20,000        288,000      20,000        20,000        
千円 -                 8,400          242,294      -                 8,700          242,569      -                 79,290        240,014      -                 79,290        278,649      
千円 -                 22,710        99,018        -                 23,430        99,763        -                 213,990      92,868        -                 318,240      197,123      
千円 3,295,324   2,847,758   3,166,441   3,295,324   2,848,778   3,167,461   3,295,324   3,109,928   3,158,011   3,295,324   3,214,178   3,300,901   
千円 1,626,060   1,829,310   1,829,310   2,261,100   2,543,730   2,543,730   2,515,110   2,829,480   2,829,480   2,642,100   2,972,370   2,972,370   
千円 600             2,682          630             2,702          5,790          2,516          8,610          5,341          
千円 166,002      166,002      166,002      166,002      
千円 1,626,060   1,829,910   1,997,994   2,261,100   2,544,360   2,712,434   2,515,110   2,835,270   2,997,998   2,642,100   2,980,980   3,143,713   
千円 1,669,264   1,017,848   1,168,447   1,034,224   304,418      455,027      780,214      274,658      160,013      653,224      233,198      157,188      
千円 1,279,577   676,923      768,740      853,455      198,197      290,022      683,007      178,229      92,063        597,796      176,341      90,169        

千円/年 39,987        21,154        24,023        26,670        6,194          9,063          21,344        5,570          2,877          18,681        5,511          2,818          
千円 602,654      510,837      655,258      563,433      504,778      590,944      421,455      507,627      

47.1% 39.9% 76.8% 66.0% 73.9% 86.5% 70.5% 84.9%

 AH率：アフォーダブル住宅の割合  AH率100％  AH率50％  AH率30％  AH率20％

 公共直接
PFI

 BTO  BOT  BTO  BOT

PFI
 公共直接

PFI
 公共直接

PFI

 BTO  BOT

VFM（対従来手法）

税引き後損益
①支出計

 
収
入

家賃等収入
法人住民税
固定資産税・都市計画税
②収入計

 
支
出

整備等費用
維持管理・運営等費用
家賃補助

資金調達費用
調査等費用
税金

 （12戸：12戸：96戸）

合計①‐②
合計（現在価値）
各年度負担額
財政支出削減額

費用・収入

 
P
P
P
/
P
F
I

手
法
簡
易
定
量
評
価
結
果

整備費
大規模修繕費
維持管理・運営費
家賃等収入

 BTO  BOT

減税（租税支出）

（低所得者向住宅：中所得者向住宅：市場価格住宅）  （60戸：60戸：０戸）  （30戸：30戸：60戸）  （18戸：18戸：84戸）

 公共直接
手法

！ ！ ！ 

' I I 

： ： 

！ ！ I 

i I i I I 

！ ！ ！ 
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7.2 家賃補助の評価結果 
ＰＳＣと独立採算(家賃補助)をＡＨ率毎に評価した。(図表 7-2) 

（評価結果） 

(1) 財政負担額は、独立採算(家賃補助)-ＬＣＣ≦ＰＳＣで、独立採算(家賃補助)にＶＦＭがある。 

(2) 市場価格住宅とアフォーダブル住宅の家賃の差額を公共が 100%補助した場合でも、独立採算

(家賃補助)が有利である。 

(3) 利用者数に応じて柔軟に公共サービスを提供することができる。 

 

  

図表 7-2︓家賃補助総括表 

独立採算-BOT 独立採算-BOT

千円 2,057,952   1,688,799   2,057,952   1,688,799   2,057,952   1,688,799   2,057,952   1,688,799   
千円 102,800      82,240        102,800      82,240        102,800      82,240        102,800      82,240        
千円 615,000      492,000      615,000      492,000      615,000      492,000      615,000      492,000      

千円／年 54,202        60,977        75,370        84,791        83,837        94,316        88,070        99,079        

千円 2,057,952   2,057,952   2,057,952   2,057,952   
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7.3 減税の評価結果 
独立採算(減税)は、市町村の財源である固定資産税等を50%減税した場合と、100%減税した場合

で比較した。ＡＨ率30%以上の場合は、減税のみのインセンティブでは民間事業として成立しなか

ったので、ＡＨ率50%と100%の評価表は省略した。(図表7-3) 

（評価結果） 

(1) ＡＨ率 20%の場合に、固定資産税等の減税 50%以上のインセンティブで、民間事業として成

立した。つまり、減税（＝租税支出）という間接的関与で、アフォーダブル住宅の供給が

可能であるという結果が得られた。 

※AH率 20%と 30%の民間事業者の資金収支表を添付する(P54～P57) 
（参考 1:AH率 30%減税 50%、参考 2:AH率 30減税 100%、参考 3:AH率 20%減税 50%、参考 4:AH率 20%減税 100%） 

  

図表 7-3︓減税総括表 

手法 50.0% 100.0% 50.0% 100.0%
千円 2,057,952   1,688,799   1,688,799   2,057,952   1,688,799   1,688,799   
千円 102,800      82,240        82,240        102,800      82,240        82,240        
千円 615,000      492,000      492,000      615,000      492,000      492,000      

千円／年 83,837        94,316        94,316        88,070        99,079        99,079        

千円 2,057,952   2,057,952   
千円 717,800      717,800      
千円

83,001        166,002      83,001        166,002      
千円 231,572      231,572      
千円 288,000      288,000      
千円 -                 -                 
千円 -                 -                 
千円 3,295,324   83,001        166,002      3,295,324   83,001        166,002      
千円 2,515,110   2,642,100   
千円 2,104          2,104          4,551          4,551          
千円 166,002      166,002      166,002      166,002      
千円 2,515,110   168,106      168,106      2,642,100   170,553      170,553      
千円 780,214      -85,105      -2,104        653,224      -87,552      -4,551        
千円 683,007      -61,674      -1,266        597,796      -63,344      -2,935        

千円/年 21,344        -1,927        -40             18,681        -1,980        -92             
千円 744,681      684,273      661,140      600,731      

109.0% 100.2% 110.6% 100.5%
※固定資産税等：固定資産税＋都市計画税

民間事業者は、減税のインセンティブで独立採算事業成立
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7.4 小括 
7.1 から 7.3 までのそれぞれの評価結果と、アフォーダブル住宅の割合とＶＦＭの関係について、

以下のとおり整理した。(図表 7-4(1)) アフォーダブル住宅の割合を低減（市場価格住宅の割合

を増加）して収益性の高いものと束ねることによる内部補助により、アフォーダブル住宅の割合

が低くなるとＶＦＭは大きくなる。(図表 7-4(2)) 

事業手法やアフォーダブル住宅の割合は、地方公共団体の財政状況や地域のニーズに合わせて

最適なものを選択、または組み合わせることで柔軟で持続的なアフォーダブル住宅の供給が可能

になる。 

  

図表 7-4(1)︓直接的供給と間接的供給の比較 

図表 7-4(2)︓ミックスト・インカム住宅におけるアフォーダブル住宅の割合とＶＦＭ 
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参考 1 
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参考 2 
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9.316 9↓ 316 94.316 99. 319 94.319 9↓319 

1荘E汗C遷宮貴J11 | 10.ooo i日
籍衿管理・ 連言費用

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

16,40 16, 4OO I6, 400 16, 4OO I6, 4OO I6, 4OO I6，的0 1€，伽 19，伽 16, 4OO I6，約0 1€，四 I6，切 I€,切

錐持モ理・運営翔簡5氏運営lt!li I S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 S.000 i.000 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ． 

固定元奎税・都市計瓢税 9. 099 8.s訪 8.607 8.％2 S. 119 ?．S70 7.e14 7.378 7. 132 6．認6 6.640 6. 394 6. "' ,. 90Z 
ー・ . - "・訪2 20.909 10. 257 19. 5郊 lS."＇ 18. 252 17．函 l9.871 19. 197 lふ4泊 l4.7ね' 14.000 

99．必S SO. 108 遍．？59 51. 419 5?．081 52. 7“ 認．図 3 14; S4.騎9 55．沃2 丑．磁 Sl.016I法人良 寡碑．住民税の納付

減等

当翔む支差等

塁鶉畏全歿忘

ね．813 ね lS7

... !S.g四．い••..................~.＄．．登~...................... ~~:.. ~.':'....................“只烹．．…沈：
l絡 "' 31 9 況

゜
..,函 -8. 9図~ -8.a汀 -,.沃・2

10. 000 l rli 1 9沿 I認3 I ;17 

10. 000 10. ooo l l. n i 13、3紹 14 951 l6、お9

1 7 19 19 ” 21 ね

1 5 19 l ? 18 1 9 “) 

94. 316 94. 316 94. 316 94. 316 汎 319 94316 

“9 515 
-8, 119 -7. 870 

l、牛l l．函

＂、細 l9，沃

暑
一[―

（返/t_・千円）

事拿年更

胴集年喪

四

11

“

衣 :1 合計

◇ キャッジ ュフロー表

キャッシニイン 匠 %．319 汎 319

捻2 碑

-1.m -7.378 

1 319 1 252 

"'・"' 2l釘5

2 5 29 

2 3 “ 

汎 319 9↓316 

l 7昌函 16. 871 16. 16 i I;、4泊 l4. 7況

訪．紐 ':1,.1/.S..........................':I,以9 廷．~,.........................~．蕊4
7 15 78l 84S 914 郊l

-71双 -<.臨 -<.'40 -,.沼 → 1お
I !SS I ll9 1 052 叙 919 

お 061 24. l以 25、ね•2 26、219 ”.l認

訂 お 29 ぬ 31 

i5 2€言 ” 祝 ” 

94316 9↓316 94. 316 94. 316 94 316 

里戸ピ
汎 31'¥ ↓ 594.357| 

・・”・・…・・ ・・…・・・・・・ ・・…・・・・・”"…， 

手

"・" 1叩出資主

94 319 94,319 94.3l9 94.31 ゜94.399 ".399 汎 396 汎 319 99316 "．316 9↓ 316 9↓316 9も316 ".316 汎 "'L...........,.窃，＇”
10.o叫

1侵先 =―ンによる湯入翌 1,9辻 9氏 1

キャッシュ・アウト ← ―

匹立費用

lお 92416 %!．417 釈I.;,> 93.m 93．沃 93.%9 93．函，↓％3 991筏 94.1% 94%l 戸，43"“.961 1訪．叫↓?は|
~ ~ ~ ~ ~ 

1違中全麻j

1 1.邸．362|

1紐紐費用

|m 己冒期簡汗ぐ憂ぢ貴JII-
昌

l不動産C得税 四g況
~ ~ ~ 

4 1. 12 0 
1鑑樗管繹． 渾た 書爾 l'-400 "i切 l§A“' 16AOO 16. 400 16. 400 ICA0 Ic. 90 l6．約〇 l6．伽 1 9.... 19．紐 19."゚- - -

1 9, ... 1も咆

荏

“OOl

9
i
2
~
。

e
訊

氾

"
~4 

．

．
 

．

．
 

．

．
 

．
．
 

．
．
 

•• 
．

．
 

i
 ．

．
 

．

．
 

．

．
 

．

．
 

．
．
 

•• 
．
．
 

．

．
 

．

．
 

．

．
 

g
如
―

．

．
 

“

氏

：：：z:~ 瓢こ：：：ぎ言K~:： ~I: ：口：ー：言 59量彗三賛〗€：言：：三：：言i言望書／詈言［：夏琶：ぅ[;~）:［雪I
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参考 3 

  

■蒙立揖算如 Tの SPCの 責 金 駁支 {SPC)
AH宰20%（但所得者向12戸 中所得者向12戸 市場価格36戸）固定姿産税等辺税50" （単位千円）

奉業年度 I d 

関業年度 10 1 2 1 3 14 

I◇ キ ャ ッ シ＝ フ コー 表 l 

|＊ャッジュイ J` it | 872,969 891,896 99,079 33,073 99, 079 99,079 33, 073 33, 073 33,079 33,079 99,079 99, 079 99,079 99, 079 99, 079 33, 073 

建殺一時金収入［潅勤金等充当蒻l

院・・・・・設・・・・・・笠・・・・・漏・・・・・i・・B・・・当・・・・・・サ・・・・ー-ビス対価収入 （元本：

焼設整備 1日当サービス対価収入 （利~)

大規楳修猛18当サービス対価収入

椎~~ ~·~ 持~~~ ~ ~ 管·~~ ~·l~ ~ 星~~~ ~··~ ~·運~~ ~~ ~ 営~·~~ ~1~ ~ 月~·~当~~·~ ~ ~サ~~ ~·~ ー~·~~·ピ~~ ~·~ ス~~~ ~ 対~·~~ ~· 面~~ ~~ ~ 収~·~~ ~入·~ ~·~ ~·~ ~·~ ~·~ ~·~ ~·~ 
案溢等収入 | 39,073 33,079 99, 0 79 3 9,079 99,079 99,079 99,079 99,079 99, 079 99,079 99,079 99, 07 9 99, 079 99, 079 

出,倭....姿.豆.,...金,ロ.....ー.ンによる借入額..............................................!.・.・.・.・.・.・.・.・.・.・..................8~1..0.~,.~,..· 0~0~0 ~.·.·.·.·.·.·........................ 89 1, 89 6 ....................................................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．............................................................................................. 

1キャッジュ・アウト 1it l 892, 999 89 1, 899 99, 417 99, 359 96, 303 96,247 99, 191 96, 134 96, 099 96, 021 95, 965 95, 909 95, 859 95, 994 95, 938 95, 981 

SPC裟立姜用 10,000 ,.....…・・ ・・・ ~ ・・・….....…・・ ···~ ・・・….....…・・ ···~ ・・・…・・ ···~ ・・・ ・・・・ ・・・…........,…・ ~ ・・・ ···~ ・・・…・・ ・・・ ~ ···…·~ ・・・ ~ ・・・ ···~ ・・・…・・ ···~ ・・・…・・ ・・・…・・ ···~ ・・・…・・ ···~ ・・・ ···~ ・・・…・・ ···~ ···…·~ ・・・ ~ ・・・ ···~ ・・・…・・ ・・・ ~ ・・・….....…・・ ···~ ・・・…・・ ・・・・・・・ ・・・・ ••••• ・・・ ・・・・ ···• ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ l 

1応裟整備毀

一翠積現金残忘

金融俎は幾用

［不勃走敗得税-

闘

1回定浚産紙•醐叩t画税”~”~ ”~ ”~”~ ”~ 

侵先ローン 金利支II.-
I倭先ローン 元本償遠

|法人税、室薬絨住民税の9内付
滋t紺蒻

室薬年度

閲薬年度

8心，969 803,393 

~·· ・2・・ ~ 2・・ ,~ ~·心·~ ・・・ 7 ~ ··~ 

...................................1,6..,...46.,...4 .... 
10,000 10,000 

・・3 ・ ・・2・ • ・, ・・ 92・7 ・・ ・・ 
9, 975 

16.，..心0........................1..6,..,.心0 ...................1,6..,.,400 .......................1,.6..,,..400 .......................1..6...,.,400 ....................16,,..如....,0...........................1..6.,.,..400 ....................16，,..直.,..,0........................1..6.,.，..叩0......．..................1..6.,.,..如 0.........................1,6..,...4.,.0..0 ,............................1..6...，..心0.........................16,..,...40.....0 ,... 

5, 000 5,000 5, 0 00 5,000 ,,ooo 5, 000 s, 000 5,000 5, 000 5,000 5, 000 ,,ooo 5, 000 

.... .. 9..,...0..9.. .. 9 .........................8,...853 ........................8...,..607 .........................8..,..362 .......................8.,...1..1.6 ...........................7..,.870 .......................7,,..6...2..4 .........................7...,..378 ........................7....,...1.3...2 ..........................6..,...8...8..6 ........・..................6...,..640..........................6..,...3..9...4 ...........................6...,・..1.・48..... 

19,..,...3.,0...4 ,......................18, ...757 ........................1,.8...,..2,..0.,4 ,.................17,.., .,S必；......................17.,..0...8.,1........................1..6..., .510 .....................15,,..9...3.,2 ,........................1..5.,.,..349 ..................14, ,..7..5...9 .....................1,4, ......1,.6..2 .........................1..3.,.,..559 .........................1,2..,...9..4...9 ......................12.,.. 332 

俎，692 50,238 50,731 51,350 51,315 52,489 53,063 53,647 54,237 5↓833 55,437 '6,046 56, 993 

............................................................1.,..471 ........................,1..,.537 ......................1..,.,804 ......................1.,..8,..7.,0 .........................1..,.,737 .....................1,,..8..03: .....................1..,..870 .......................1,,..9..3...8 ........................2.,.,..003: ......................2.,.,..089 ...........................2..,...1.,38 .........................2...,..202 ............................,2..,...2..8...9 ,... 

゜ ゜
-4,550 ー↓ 心？ -4304 -4, 181 -4,058 -3,935 -3,812 -3, 689 -3,566 -3,443 -3,320 -3, 1 9 ? -3, 074 

10,000 

゜
2,662 2,720 2,776 2, 832 2,888 2, 9よう 3,002 3,058 3,114 3, 172 3,227 3, 295 3,341 

10,000 10,000 12,662 15, 383 18,158 20,331 23,879 26,824 23, 8 27 32,885 35,999 33, 171 必，399 お，983 4',023 

1 7 18 19 20 2 1 92 93 24 25 2 9 27 29 29 3 0 3 1 

1 5 1 9 17 18 1 9 20 2 1 92 23 24 25 29 29 2 9 29 

16,“゜~~ ・・・ 
5,000 

5,S02 
~~~ ~·~ 

1 1, 709 
・・・ ・・・ ·~ 
57, 289 

2, 335 
~~ ~·~ ~·~ ~~~ ~ 

-2, 95 1 

4 
52,421 

（単位：千円）

32 

3o| 1ill 

|：:：；；:；］: 99,079 9 9, 079 39,079 33,079 99, 0 79 3 9,079 39,079 33,073 33,073 33,073 33,073 99, 079 99,079 99, 07 9 99, 079 99, 079| 4 737,235 

塁
£ 

・ ・・・・ ···~······· ···~······~······· ・・・9・| 

゜
-

恙
99, 0 79 9 9, 079 99, 079 99, 079 99, 0 79 9 9, 079 99, 079 93, 079 93, 0 79 93, 07 9 99, 079 99, 079 99, 0 79 99, 07 9 99, 079 99, 079 2, 972, 3 70 

| ~ ・・ ~ ~ ・・ ~”~ ~ ・・ ~”· ~ ··~”· ~ ・・・ ~ ··~”· ~ ・・・ ~ ··~ ・・・ ~ ··~”· ~ ・・・ 
倭先 ローツによる借入額

10,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・'・"'・'・'< 
1, 75↓ 995 

1キャノ ノュア ウト巳一 13↓3お 93 100 92978 95お6
95, 399 95, 3お 95,296 95, 230 95, 1 73 95, 1 1 9 95, 060 95, 005 9↓947 9↓899 94,834 139, 500 4 63↓213 

10,01111 
~ ··~ 

1, 9紙，392

22,437 

19, 494 -
20,000 

32, 9 27 .................................... 
9, 9 75 

49, 1 20 41, 120 82,2ぷ

16,“’° 16,400 16,400 16,400 16,400 16, 40ll 16,400 16,400 16,400 16,400 心2,000

,,ooo 5, 000 5, 000 5,000 5, 0 00 5, 000 ,.ooo 5, 000 ,.ooo 5, 00 0 5,000 5, 000 ,,ooo ,,ooo 5, 000 5,0001 150,000 

芦t:ば’ l,t悶 ，：は ：：；：： ；；悶：：64:: ：：，誓:::：; :'.:：: :：口ば：儡ば：：口：：：：t悶 1,967 166,002 
侵先ロ一｀ノ元本償還

.. 95 1|. 31 5, 0 00 
59, 919 58, 553 59, 198 59, 8心 60,509 6 1, 173 61,8お 62,526 63, 214 93, 909 64, 912 95, 323 ......-..•--.．．．- --．．.． 

し印 室茎税 仕 界 紺の99付 0 0 0 2,601 2,668 2,7'4 2,800 2,867 2,9" l,000 l,066 l, Ill .,... .,.・・ ．．．．一
.'・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・ ・と・・・・・・・・・l 

滋税額

一
翠桟現金残忘

-2,828 -2,705 -1,582 -1,459 

-35, 994 5, 979 9, 1 0 1 3, 923 

17, 1 57 23, 139 29, 237 32, 859 

-2,336 -2,213 -2,090 -1,367 -1,844 -1,721 -1,593 

3,680 3,736 3,793 3, 8必, 3,906 3,963 4,019 

36,539 40,275 出l,067 47, 916 51, 821 55, 78A 59, 803 

----- 66,041 

・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 3, 1 99 
-1, 476 -1, 3'53 

4,074 4, 132 

63, 878 68,010 

]］：： -；;: -33::：I :：：:：； 
72, 199 79，匹 43,022
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参考 4 

  

■麹立該算名0『のSPCの 責 舎載支 (Sl'C)

虫辛20%（低所得者向12戸、中所得者向1び、市携籠i絡％戸）固定資産税等減 1磁 （単に：千 円）

事全年喪

胴室年隻

|：：二っ戸|
I 

ー1 。^
O

ー 1
9
 

ー 12 

IO 

1 3 

II 
4

2

 

I

I

 

15 

1 3 

19 

14 

和2.969 羽1．羽9 99.＂’”’ . "’99.079 99.0内 99．岱 99．硲 ”.o丙 ”"＇ ”．祈9 汎祈9 ”.o79 ”.079 ”.o丙 ＂．而

違霰一吟全a 1捕助金竿充当嶺I

--大桟極修議相当サー ピエ対鋤n入

錘持管理 ・運営相当サービス対箇む入

家賃年な入
|出Ii全

1笠茫:ー ンによる僧入睾

|キャッノニアウ ト巳

訳 歎立貴JII

I念屯紐l
1金融紐費用 -

”°””.＂9”.oi9  99.0””°””.0””.on”.079”°” 的．o乃 99.0乃 怜 ．o79”.o””.om
IO. 000 

柘2.999 891辟6

お2.999 羽1羽6 91沃97 91匹 91 999 9 2．畷 92 133 92.199 ね．2G 9'.332 %： 3 92．組 92.532 92.597 92．叙 92.7⑲ 
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第 8章 まとめ 

第 7章までの研究から、第 5章の仮説の検証を行い、以下の結論を得ることができた。 

8.1 仮説の検証 
仮説(1)民間事業者へのインセンティブ（公有地の提供や税制優遇）による間接的関与で、低廉

で良質な賃貸住宅を提供できるのではないか。 

（考察） 

 公有地の無償提供、つまり民間事業の誘致は、開発コストを下げる効果があるため、アフ

ォーダブル住宅だけではなく、市場価格住宅を含めた開発団地全体の家賃を下げる効果が

ある。 

 インセンティブ(公有地の無償提供、家賃補助、減税)を与える条件として、住宅の品質と

性能を規定し、「住宅性能表示制度 20」による客観的な性能評価を求めることにより、市

場に良質な賃貸住宅を供給することができる。 

仮説(2)公営住宅の戦略的な撤退が、公共施設の総量削減と賃貸住宅市場の成熟に寄与するので

はないか。 

（考察） 

 あえて、公営住宅を公営住宅に建替えることをやめ(戦略的な撤退)、低廉で良質な賃貸住

宅を元公営住宅団地に誘致すれば、その賃貸住宅は市場で選ばれるであろう。それはさら

に周囲に影響を与え、賃貸住宅市場全体の品質を向上させる効果をもたらす可能性があ

る。 

 言うまでもないが、公営住宅の撤退は公共施設の総量削減に大きく寄与し、地方公共団体

の財政負担を軽減する効果をもたらす。 

 

（政策イメージ） 

 

 

 

 

 

 

  

                             
20 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネルギー性等)を法律が定める基準で第三者評価
機関が評価し、住宅性能評価書が交付されることで、消費者による相互比較を可能とする制度。 

公営住宅ストックを削減しな
がら市場にアフォーダブル住宅
と高品質な賃貸住宅を供給 

-------------------

--------------------------

＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ 
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8.2 結論 
本論文では、実在する団地をモデルケースに設定し、アフォーダブル住宅の供給手法について、

「ＶＦＭ簡易算定モデル｣による客観的な評価を行った。その結果、直接的供給(従来型公共事業)

よりも間接的供給(ＰＦＩ、家賃補助、減税）に大きなＶＦＭが見込めるという結果が得られた。

そして、公有地の無償提供や家賃補助、減税等のインセンティブ付与により、賃貸住宅市場全体

の品質を向上し、民間事業者が市場価格住宅と併せてアフォーダブル住宅を供給できる可能性を

示した。 

また、本研究で設定した公有地にミックスト・インカム住宅を誘致する手法は、公営住宅スト

ックを削減するだけでなく、現行の公営住宅制度に必然的に起こる水平・垂直的不公平や残余化、

コミュニティの衰退を解消し、市場へアフォーダブル住宅を供給しながらソーシャルミックスの

実現や民間投資の促進が期待できるものである。ニーズの多様化にも柔軟に対応することができ、

施策対象を限定化する現行制度の下で、公営住宅への入居を希望しながらも入居できない住宅に

困窮する世帯にも入居の余地が広がる。 

よって、住宅団地開発におけるインセンティブによる民間投資促進プログラムの導入は、民間

事業者が適正利潤を得ながらアフォーダブル住宅市場へ参入することを可能にすると共に、財政

難やニーズの多様化で、国や地方公共団体が対応しきれていないアフォーダブル住宅不足を解消

することができる合理的な手法であると言える。ただし、本研究で設定したインセンティブが民

間の参入動機に繋がる効果的なインセンティブであるかということは、民間事業者との対話を通

じて、議論や検証を重ねていく必要がある。 
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